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巻頭言

2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震（マ
グニチュード7.6）では、強震動、津波、土砂災害、火
災、液状化といった様々な災害が同時多発的に発生し、
奥能登地域を中心として甚大な被害が生じました。そ
れを受けて、本誌第52号では、その震源像や、観測さ
れた強震動・津波の特徴、建物、地盤、道路被害、津
波や火災による被害について特集を行いました。52号
の特集では主に、発生した現象や被害の速報に焦点を
当てましたが、本号では引き続き令和6年能登半島地
震を対象として、これまでに地震工学の分野で発展し
てきた震災予防・初動・応急対応技術が本地震におい
てどのように活用され、どのように機能したのか、そし
て今回の震災対応においてどのような課題が浮かび上
がったのか、といった点に着目し、「予防・初動・応急
段階から眺めた令和6年能登半島地震」と題した特集
を企画しました。ひとくちに「地震工学」といっても、
その対象範囲は広範に及び、本特集では様々なご専門
の方に執筆をご依頼しました。

日本免震構造協会・北村佳久氏および工学院大学・
久田嘉章先生には、現地調査の概要を中心として、免
震建物の機能維持の事例と、今回の地震で得られた課
題や教訓についてご紹介いただきました。金沢大学・
平松良浩先生および青木賢人先生には、地震発生前
の地震・津波想定について概観していただき、加えて
非研究者向けにこれまでやってこられた防災啓発活動
等についてご紹介いただきました。防災科学技術研究
所・田口仁氏および臼田裕一郎氏には、災害時情報集
約支援チーム（ISUT）の活動について概要をご紹介い
ただき、情報共有システムの概要、センシングや産官
学の様々な機関による協働に関するアクションリサー
チについてご紹介いただきました。防災科学技術研究
所・内山庄一郎氏には、災害対応におけるドローンの
活用をテーマに、今回の震災対応や我が国の社会情勢
を鑑みた課題について、5つに分けて整理していただ
きました。東北大学・佃悠先生には、主に文教施設を
対象として、1次避難所の利用状況の推移と、避難所
運営に関するヒアリング結果から抽出された課題につ
いてご紹介いただきました。京都大学防災研究所・倉
田真宏先生には、医療施設を対象として、耐震化率
やBCPの策定状況について概略をご説明いただき、予

防・初動・応急段階別に成功事例と課題についてご紹
介いただきました。名古屋大学・平山修久先生には、
上下水道を対象として、復旧・応急対応状況の推移の
ご紹介と過去の被害地震との比較や我が国が保有する
リソースの観点から、次の地震災害に向けての課題に
ついて考察いただきました。関西学院大学・頼政良太
先生には、今回の地震において様々な役割を担ったボ
ランティア活動についてご紹介いただき、「ボランティ
ア」の在り方に関して問題提起をいただきました。兵
庫県立大学・松川杏寧先生には、石川県としての災害
対応業務の支援を行われた経験から、行政システムに
起因する今回の地震時対応で生じた問題点と、組織体
制や業務分掌の在り方についてご考察いただきました。

本特集の各記事では、うまくいった事例だけにとど
まらず、現地での対応や調査を通じて実際に感じた課
題や問題点が率直に述べられています。令和6年能登
半島地震からの復旧・復興のフェーズに向けて、ある
いは、きたる次の地震災害に向けて、単純な工学の範
疇に収まらない、我が国の抱える社会的な問題を含め
た地震防災・減災の在り方を議論するきっかけとなれ
ば幸いです。

最後になりますが、ご多忙中にもかかわらず原稿を
お寄せいただいた執筆者の皆様に、会誌編集委員会を
代表して感謝の意を表します。

特集「予防・初動・応急段階から眺めた令和6年能登半島地震」

小阪　宏之　　　　　　　／鍋島　国彦
●会誌編集委員会 幹事／戸田建設 主任　　●会誌編集委員会 幹事／神戸大学 助教

鍋島 国彦（なべしま くにひこ）

2019年京都大学大学院工学研究科博士
後期課程修了、東京理科大学助教、広
島大学助教を経て、現職。博士（工学）、
専門は構造ヘルスモニタリング、シス
テム同定など。

小阪 宏之（こさか ひろゆき）

戸田建設㈱技術研究所主任。2015年京
都大学大学院工学研究科・建築学専攻
修了、同年戸田建設㈱入社。専門は、
地盤震動、強震観測など。
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1. 調査概要
一般社団法人日本免震構造協会（JSSI）では、能登半

島地震の発生後直ちに、技術委員会・災害時調査部会
（部会長：久田嘉章工学院大学教授）に調査チームを
結成して、石川県、富山県、新潟県の免震建物の調査
を3班（4回）の体制で1月13日～ 2月2日に行った。当協
会では毎年会員企業にアンケートを行い、免震建物の
データベースを作成しているが、このデータベースで
は3県で90棟あり、今回の調査では約半数程度の40棟
の調査を行った。調査は建物の外構、外部、内部の目
視調査及び免震層に入って免震部材、設備配管の目視
調査を行った。またケガキ計が設置されている建物に
関しては、ケガキ計の記録をトレースした。

調査の結果、全ての免震建物で大きな被害は無く、
事業・機能継続が可能であったことを確認した。一方、
半数を超える建物にはケガキ計等がなく、定量的な変
位や免震部材等の性能の評価は困難であった。また免
震エキスパンションジョイント（以下、免震Exp.J)と
接触する外構部の被害など、従来の被害調査結果と同
様に今後検討すべき様々な課題を確認した。

個別建物の詳細な調査報告はJSSI会員・委員会専用
のウェブページの調査報告書1)に掲載しており、併せ
て参考にされたい。なお、甚大な被害を生じた七尾市
にて医療活動を継続して「能登の奇跡」と呼ばれた恵
寿総合病院に関する調査報告は協会ウェブページより
一般公開をしている2)。

2. 調査地域の震度と調査建物
図１に能登半島地震の震度分布と免震建物の調査

地域を示す。調査地域に近い震度値を矢印で表示し、
カッコ内の数値は調査棟数を示している。震源域であ
る奥能登は震度6強や7の非常に強い地震動を観測して
いるが、残念ながら免震建物は存在しない。今回の調
査地域で最も強い揺れを観測したのは七尾市であり、
免震建物の最寄りの震度値は6弱であり、その他の地域
では震度5強以下であった。

長周期地震動階級は超高層や免震建物の固有周期
に相当する周期1.6 ～ 7.8秒の絶対速度応答スペクトル
（減衰5%）の最大値から1 ～ 4の4階級で表示されるが、
階級4（最大応答値が100cm/s以上）は能登半島のほぼ

全域で、階級3（50cm/s以上）は石川県・富山県・新潟
県で広域に観測されている。

3. 免震建物の調査結果概要
表1に調査した免震建物の一覧を示す。以下に主な

調査結果を紹介する1)。
調査した敷地に最も近い地点で公表されている計測

震度は、6弱が2棟、5強が21棟、5弱が11棟、4が6棟で
ある。免震層の変位量の確認はケガキ計の記録が基本
であるが、ケガキ計がない場合は、直動転がり支承で
のレールのグリースの移動量、あるいは免震Exp.Jの床
パネル等の移動の痕跡などから変位量を推定した。そ
の結果、100mm以上が5棟、50 ～ 100mmが3棟、50mm

以下が27棟、不明が5棟であった。最も変位が大きかっ
たのは石川県七尾市の病院の192mmであった。100mm

を超えたのは同じ七尾市の消防本部、石川県宝達志水
町の病院、新潟県上越市の消防庁舎、新潟県燕市の庁
舎で概ね100 ～ 140mm程度であった。富山県は概ね30

～ 40mm程度の変位であったが、新潟県は海側のエリ
アは変位がやや大きかった。

調査した建物の用途は、病院・クリニックが15棟、
消防庁舎が6棟、庁舎が5棟、警察署と防災危機管理セ
ンターが各1棟、事務所・複合施設が4棟、その他は市
民会館、図書館、共同住宅・高齢者住宅・老人ホーム
が各1棟であった。業務・生活継続に関しては、すべて
の建物で大きな支障がないことを確認した。

一方、七尾市の消防署では液状化により周辺地盤が

免震建物の被害調査結果と教訓

北村　佳久　　　　　　　　／久田　嘉章
●一般社団法人日本免震構造協会 専務理事　  ●工学院大学建築学部 教授

特集：予防・初動・応急段階から眺めた令和6年能登半島地震

図1　2024年能登半島地震の震度分布と調査地域（カッコ
内数値は調査棟数、文献3)に加筆）
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沈下し、車庫の出入口に段差が生じ、車両の通行に支
障が発生した。ただし、段差には土嚢を積んで対応し
ており、大きな障害とはならなかった。

免震に関連する被害では、深刻な被害状況は発生し
なかったが、軟弱地盤による外構部の地盤沈下が3棟
に生じ、通行障害やライフラインの障害が生じた。ま
た、せり上がり式の免震Exp.Jの外構側に縁石の破損・
タイルの割れ・ブロックの欠損・仕上げ材の剥離など
が8棟に確認された。その他、スライド式Exp.Jや犬走
りと外構部との接触により、タイル等の破損が2棟に
生じた。隣接する耐震建物とのExp.J部では、床・天井
部材の損傷が2棟、免震建物のコア部と接続する床の
Exp.Jのパネルに数cm程度の隙間が生じた、などの被害
が報告された。

4. 調査事例の紹介
全調査建物の詳細な報告は文献1)を参照されたい。

以下は代表例として、最も強い地震動を観測した七尾
市の2棟の免震建物の調査結果と、その他の特徴的な被
害を報告する。

4.1 恵寿総合病院「能登の奇跡」
社会医療法人財団董仙会・恵寿総合病院の免震病棟

は、最大震度6強の甚大な被害が生じた七尾市で医療
活動を継続し、周辺地域から患者を受け入れるなど地
域社会にも多大に貢献した。被災当初からSNSで積極
的に情報発信を行っており4）、またNHKをはじめ各種
メディアでもとり上げられた。さらに2月26日の国会
の予算審議会では「能登の奇跡」として紹介されるな
ど、震災時における免震建築の有効性を象徴する存在
となった。

本病院は免震構造の本館と、耐震構造の3病棟、5病
棟、リニアックセンターの4棟の病棟で構成され、本館
と3病棟、本館とリニアックセンター、3病棟と5病棟
が制振装置のある渡り廊下で連結されている。2013年
竣工の7階建てRC造の免震本館は、基礎免震層に天然
ゴム系と高減衰ゴム系の積層ゴムを計49台設置してい
る。L2地震時の最大変位は約410mmで、免震クリアラ
ンスは600mmと余裕ある設計を行っている5）。津波対
策として階床は1.5ｍ嵩上げして設計し、電気室やサー
バー室は上階に設置し、また液状化対策として格子状
地盤改良も行っていた。図2は能登半島地震の際のケ

No. 県 市・町 竣工年 構造 階数 用途 免震部材 震度 ケガキ計 最大変位 被害
1 石川県 加賀市 2016 RC 6 病院 NRB+ESL+OD 5 強 有り 43mm 特になし
2 石川県 金沢市 2023 RC・SRC・S 3 事務所 NRB+LRB+ESL+RDT 5 強 有り 30mm 被害なし。外構部地盤沈下
3 石川県 金沢市 2004 RC 5 消防庁舎 NRB+SDNR+LD 5 強 なし 20 ｍｍ程度 特になし
4 石川県 金沢市 2022 S・RC・SRC 4 図書館 NRB+SDNR+RDT 5 弱 不明 30 ｍｍ程度 Exp.J 部の外構表面にクラック
5 石川県 金沢市 2010 改修 RC 4 複合施設 NRB+SDNR+CLB+OD 5 弱 有り 24mm Exp.J 部の外装タイル・天井損傷
6 石川県 小松市 1999 RC 4 消防庁舎 NRB+LRB+SD 5 強 なし 25 ｍｍ程度 特になし
7 石川県 七尾市 2013 RC 7 病院 NRB+HDR 6 弱 有り 192mm Exp.J 部損傷。外構部に地盤沈下有り
8 石川県 七尾市 2006 RC 5 消防庁舎 NRB+LD 6 弱 なし 120 ｍｍ程度 鉛ダンパーにひび割れ。外構部地盤沈下出入口に段差
9 石川県 能美市 2016 RC 6 消防庁舎 LRB 5 強 なし 不明 特になし
10 石川県 宝達志水町 2017 RC 3 病院 NRB+TRB+CLB+RDT 5 強 なし 100 ｍｍ程度 Exp.J 部の外構縁石が破損
11 富山県 砺波市 2001 RC 8 病院 NRB+LRB+ESL+SD 5 弱 有り 16mm 特になし
12 富山県 砺波市 2003 RC 8 病院 NRB+LRB+ESL+SD 5 弱 有り 16mm Exp.J 部の外構ブロックに欠け
13 富山県 砺波市 2014 S 4 病院 NRB+LRB+ESL+OD 5 弱 有り 20mm 特になし
14 富山県 富山市 2015 改修 SRC 8 市民会館 NRB+LRB+CLB 5 弱 有り 40mm 耐震建物と接続する床・天井部材損傷
15 富山県 富山市 2014 RC 8 警察庁舎 NRB+LRB+ESL+OD 5 強 有り 40mm Exp.J 部の外構仕上げに剥離
16 富山県 富山市 2010 SRC 7 病院 NRB+LRB+ESL 5 弱 なし 40 ｍｍ程度 特になし
17 富山県 富山市 2022 S・RC 10 危機管理センター NRB+LRB+CLB+RDT 5 強 有り 31mm 特になし
18 富山県 富山市 - S 3 データセンター NRB+HDR 5 強 有り 29mm 特になし
19 富山県 南砺市 2002 RC 6 病院 NRB+LRB+ESL 5 弱 なし 15 ｍｍ程度 特になし
20 新潟県 阿賀町 1995 RC 2 事務所 LRB 5 強 なし 不明 特になし
21 新潟県 小千谷市 2014 改修 RC 4 庁舎 NRB+ESL+OD 5 弱 有り 34mm 特になし
22 新潟県 小千谷市 2021 改修 RC 5 老人ホーム NRB+ESL 5 弱 なし 不明 特になし
23 新潟県 柏崎市 2014 RC 7 病院 LRB+ESL+OD 5 強 有り 25mm 特になし
24 新潟県 柏崎市 2020 RC・S 4 庁舎 NRB+LRB+ESL+OD 5 強 有り 59mm 特になし
25 新潟県 三条市 2018 RC 3 クリニック NRB+LRB 5 強 なし 21 ｍｍ程度 特になし
26 新潟県 上越市 2020 RC 5 消防庁舎 NRB+LRB+ESL+CLB+OD 5 強 有り 127mm 特になし
27 新潟県 燕市 2013 RC 4 庁舎 NRB+LRB+ESL 5 強 有り 140mm 床 Exp.J のパネル破損
28 新潟県 長岡市 2010 RC 4 消防庁舎 NRB+LRB+SL+OD 4 有り 35mm 特になし
29 新潟県 長岡市 2007 RC 7 高齢者住宅 HDR+OD 4 なし 不明 特になし
30 新潟県 新潟市 2016 RC 5 事務所 NRB+ESL+OD 4 有り 39 ｍｍ 特になし
31 新潟県 新潟市 2007 S 10 病院 NRB+ESL+OD 5 強 有り 85mm Exp.J 部パネル・外構材に損傷
32 新潟県 新潟市 2009 RC 5 病院 LRB 4 なし 18 ｍｍ程度 特になし
33 新潟県 新潟市 2012 RC 6 病院 LRB+OD 4 なし 不明 犬走床にひび割れ
34 新潟県 新潟市 2012 RC・S 6 病院 LRB+ESL+OD 5 弱 有り 38mm 特になし
35 新潟県 新潟市 2018 S 9 複合施設 LRB+ESL+CLB+OD 5 強 有り 45mm Exp.J 部の外構のタイルにひび割れ
36 新潟県 新潟市 - RC - 共同住宅 HDR+OD 5 強 なし 40 ｍｍ程度 免震コアの周辺床 Exp.J に隙間
37 新潟県 新潟市 2008 RC 10 庁舎 LRB+ESL+OD 5 強 有り 41mm Exp.J 部の外構のブロックに割れ
38 新潟県 新潟市 1996 RC 10 老人ホーム NRB+LRB+OD 5 強 なし 40 ｍｍ程度 耐震建物と接続する Exp.J 室内側に損傷
39 新潟県 新潟市 2003 SRC 8 庁舎 LRB+CLB+OD 5 強 有り 50mm 特になし
40 新潟県 南魚沼市 2015 RC 9 病院 NRB+LRB+SDNR+ESL+CLB 4 有り 16mm 特になし

免震部材記号　NRB：天然ゴム系積層ゴム　LRB：鉛プラグ入り積層ゴム　TRB: 錫プラグ入り積層ゴム　HDR：高減衰ゴム系積層ゴム　SDNR：鋼材ダンパー付天然ゴム系積層ゴム
　　　　　　　ESL：弾性すべり支承　SL：平面すべり支承　CLB：直動転がり支承　OD：オイルダンパー　SD：鋼材ダンパー　LD：鉛ダンパー　RDT: 減衰コマ

表1　調査した免震建物一覧と主な結果1)
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ガキ計の変位軌跡のトレースであるが、最大で192mm

の変位を生じており、L2地震動の想定変位量の約1/2

のレベルであった1)。

現地では防災担当の神野常務理事によるヒアリング
調査を実施した。能登半島地震の際、免震の本館は建
物や設備の被害や医療器具の転倒や落下等もなく、無
被害であった。一方、耐震棟では躯体にはほぼ被害は
無かったが、設備配管やタンクの損傷による漏水、機
器備品の転倒など甚大な室内被害が発生し、医療活動
が不可能になった。このため、耐震棟から約113人の
患者を免震本館に移して医療活動を継続した。図3に
示すように、渡り廊下と免震棟のExp.Jでパネルに損
傷が生じたが、移動には特に問題がなかった。また図
4に示すように、外構部は液状化による地盤沈下が生
じ、出入口に段差や隙間が発生した。水道水も断水し
たが、飲料可能な井戸水を本館・3病棟・5病棟で使用
した。深井戸による湧水量が不明瞭であったが、3日
後には自衛隊からの配水が開始され耐震棟にある透析
医療を安定して再開することができた。下水管はフレ
キシブルジョイントであったが、地盤沈下の影響で1

週間後に破損した。調査時点では配管は復旧中であり、
現在は緊急用に下水層を作り対応している。電気は2

回線受電していたため、本線から支線に切替わり、非
常用発電機は作動せず電気の復旧は問題が無かった。
自家発電用に48時間使用できる量のオイルは確保して
あり、さらにエネルギー販売会社と災害時における継
続的優先供給の協定を結んでいたためオイルの供給に
関する不安が少なかった。被災地域の産婦人科が稼働
できないので、奥能登地域から妊婦の搬送が相次いだ
ため手術室の１つを産婦人科用にして他病院から産婦
人科の患者を受入れた。周辺地域で透析可能な病院が
無くなったので、透析患者の受け入れも行っている。
透析用に40までベッドを増やして対応している。全体

として、事前に策定したBCPのほぼ想定内であり、被
害への対応や関係者との連絡体制や役割分担もほぼ支
障なく行えた。何よりも本館が無被害で医療活動の継
続が可能であったことが最も重要であり、免震構造に
しておいて本当に良かったとの言葉をいただいた。

4.2 七尾消防署合同庁舎
七尾消防署合同庁舎は2004年竣工の5階建てRC造の

免震構造の七尾市の消防本部と消防署の合同庁舎であ
り、恵寿総合病院の御祓川を挟んで対岸に位置し、震
度6弱と想定される激しい揺れを経験した。免震部材
は天然ゴム系積層ゴムが18基、鉛ダンパー 10基で構
成している。免震層にはケガキ計はなかったが、免震
Exp.Jの犬走スラブの移動の痕跡から120mm程度の変
位を確認した。建物の外観には躯体、仕上げともに全
く損傷はなく、建物内部も損傷は全く見当たらなかっ
た。また積層ゴムにも全く損傷は見られず、残留変形
はほとんど無かった。基礎下に免震層があり、積層ゴ
ムや設備配管にも損傷は無かった。一方、図5に示す
ように鉛ダンパーの端部、中央部にクラックを生じ、
長さは概ね100mm、幅は1.5 ～ 3mm程度であった。こ
の程度の損傷は大きな地震の際に発生する想定範囲内
であり耐力低下はほとんどないと考えられる。また敷
地は埋め立て地盤上にあり、液状化により建物の外構

図2　ケガキ計のトレース
図3　本館に接続する免震Exp.Jパネルの損傷

図4　液状化による地盤沈下で建物と段差が発生



Bulletin of JAEE No.53 October 2024 5

部に10 ～ 15cm程度の沈下が生じた。東面のエントラ
ンス部では、せり上がり式の免震Exp.Jのパネル板に損
傷が発生していた。また図6に示すように南面から消
防車が出入りするが、地盤の沈下により段差ができて
出入りが困難になったため、土嚢を置いて応急処置を
していた。

消防署署員の方へのヒアリングによると、建物の損
傷や家具の転倒、物の落下なども一切なく、消防活動
を継続することができた。一方、出入口の段差により
消防車の出入りが出来なくなったが、地震の際は消防
車を外に出すというルールが徹底されていた。このた
め、前震が発生した後に、消防車は外に出しており、
本震後の消防活動には支障はなかった。地震で建物外
部の受水槽と建物を繋ぐ配管が破損したため、中水が
使えず、トイレも使用不可であった。一方、上水道は
支障なく使えたとのことであった。

4.3 その他の免震建物の主な被害状況
上記の2棟を除き、他の免震建物はすべて震度5強以

下であった。このため、特に大きな被害はなく、すべ
ての建物で免震効果を発揮し、事業・生活は継続でき
た。しかしながら、免震Exp.Jの軽微な被害が幾つか
あったので紹介する。

図7は床免震Exp.Jの損傷事例である。この床は平常

時はフラットで段差のない仕上がりで、地震時にはク
の字に折れ曲がる機構だったが、想定通りに機能しな
かったようだ。また、図8はこれもフラットタイプの
床免震Exp.Jの損傷事例である。地震時にはせり上が
るタイプで、最近は非常によく使われている。せり上
がった時にExp.Jの前に建っている人に危害を与えな
いようにウイングプレ―トが下がる機構になっている
が、稼働した際に引っかかってウイングプレートが損
傷したようである。この事例は2011年の東北地方太平
洋地震の際にも多くみられた損傷である。

図9は免震棟と耐震棟を繋ぐ壁、天井のExp.Jが損傷
した事例である。この建物は建設年が古く、免震Exp.J

のディテールの検証が十分でなかったように思われる。

図5　鉛ダンパーのクラック

図7　床免震Exp.Jの損傷事例 (1)

図6　地盤沈下による車庫入口の段差と土嚢

図8　床免震Exp.Jの損傷事例 (2)

図9　壁、天井Exp.Jの損傷事例
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5. 能登半島地震の教訓
今回の能登半島地震では調査した免震構造は、構造

体や免震部材には損傷はなかった。また、家具や設備
機器の転倒や損傷はなく、建物の機能を維持すること
ができ、十分に免震効果を発揮した。

しかしながら、一部の建物で免震Exp.Jに損傷が生
じた。震度の大きい地域では免震Exp.Jの損傷は大き
な問題にならないが、震度が小さく耐震建物に損傷
のない地域で免震構造の建物だけ損傷が生じるのは
好ましくない。また、避難通路の免震Exp.Jが損傷す
ると避難の妨げになる可能性もある。免震Exp.Jの損
傷については、2011年の東北地方太平洋地震の際にも
多くみられた。このため、当協会では「免震Exp.Jガイ
ドライン」を発行し、損傷の原因、対策、試験方法な
どを示している。今回の調査では調査した40棟中、12

棟で免震Exp.Jに何らかの損傷があった。2011年当時
に比べて損傷の程度や損傷件数の比率は少なくなって
いるように思うが、引き続き注意喚起を協会の出版物、
HPなどで続けてゆきたい。

また、今回の地震で震度の大きかった七尾市では液
状化により外周地盤が10 ～ 20cm程度沈下し、床の免
震Exp.Jに損傷が出たり、段差により出入りが不自由
になった。応急的に土嚢などで復旧されて機能が維持
されていたが、今後の教訓にする必要がある。敷地全
体を地盤改良（液状化対策）することは経済的に考え
て無理があると思われるが、緊急車両の進入路を地盤
改良することや、建物周辺の地盤が沈下しても建物部
分と段差ができないようなディテールとすることなど
を考える必要がある。

今回の能登半島地震でも免震建物はその効果を十分
に発揮し建物機能を維持することができた。今後、免
震構造の建物がより一層増えることを、日本免震構造
協会は願っており、そのための普及活動を進めて行き
たいと考えている。
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1. はじめに
令和6年1月1日16時10分に能登半島北東部を震源と

する令和6年能登半島地震（マグニチュード7.6、最大
震度7）が発生した。この地震は石川県で発生した史
上最大規模の地震であり、石川県では死者339人（う
ち災害関連死110人）、行方不明者3人、重傷者335人、
軽傷者876人の人的被害があり、住家被害は全壊5,910

棟、半壊16,231棟、一部破損60,426棟を数えている（令
和6年8月21日14時現在）1)。

震源地付近では2021年から有感地震が増加し、活発
な群発地震活動が継続する中、たびたび能登半島北岸
沖合の海底活断層での大地震・津波への注意が呼び掛
けられていた。一方、これらの海底活断層は令和6年能
登半島地震前には国の長期評価の対象になっておら
ず、国が公表する今後30年間に震度6弱以上の揺れに
見舞われる確率は、令和6年能登半島地震の震源域で
ある奥能登地域では全国的に見ても低かった。

本稿では、令和6年能登半島地震前に公表されてい
た石川県での地震・津波被害想定について紹介すると
ともに、令和6年能登半島地震前に行われていた地域
住民に対する地震・津波防災に関する啓発活動につい
て報告する。

2. 被害想定
2.1 地震被害想定

石川県により公表された地震被害想定の最新版は平
成10年のもので、大聖寺の地震、加賀平野の地震、邑
知潟の地震、能登半島北方沖の地震、能登半島東方沖
の地震の5つの地震が想定されている2)（図1）。令和6

年能登半島地震の震源域に近いものは能登半島北方沖
の地震であるが、想定マグニチュードは7.0（最大震度
6強）であり、想定された人的被害は死者7人、負傷者
211人であり、令和6年能登半島地震と比較すると地震
規模と最大震度は過小であり、人的被害も実態に全く
見合わない数になっていた。

この地震被害想定については、公表後の経過時間が
長いことや想定された震源断層が近年の知見と乖離し
ていること、後述（2.2節）の津波浸水想定の地震が含
まれないこと等から、石川県に対して見直しの必要性
がたびたび意見されていた。また、令和6年能登半島

地震発生時点では、国の長期評価において奥能登周辺
で主要断層帯は設定されておらず、今後30年間におけ
る震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は奥能登周辺
で低い値であった。

令和5年度から3年間のスケジュールで、石川県は地
震被害想定の見直しに着手し、国の長期評価で公表さ
れている断層帯や奥能登周辺の海底活断層等を想定地
震の震源断層として検討が始められた。令和6年能登
半島地震を受け、奥能登周辺の想定地震や被害想定項
目の再検討がなされ、能登半島周辺の海域における国
の長期評価の断層モデルの公表を踏まえた被害想定の
見直しが現在進められている。

2.2 津波浸水想定
石川県では東日本大震災後の平成24年3月に津波浸

水想定区域図の見直しの結果として、石川県沿岸に大
きな影響を及ぼす津波の波源となる、日本海東縁部、
能登半島東方沖、能登半島北方沖、石川県西方沖の4

つの地震を想定した3)。平成26年に日本海における大

石川県における被害想定と地域住民への啓発活動

平松　良浩　　　　　　　　　／青木　賢人
●金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 教授　　●金沢大学人間社会研究域地域創造学系 准教授

図1　石川県の地震被害想定（平成10年公表）での想定地震2)
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規模地震に関する調査検討会による津波断層モデル4) 

が公表されると、石川県沿岸各地域における津波高、
浸水域が最大となる合計7つの地震を選定し、津波浸
水想定区域図を平成29年5月に公表した5)。この想定地
震には、概ね令和6年能登半島地震の震源域に相当す
るF43が含まれる。しかし、F43での地震（想定モーメ
ントマグニチュード 7.57）に対する地震被害想定は令
和6年能登半島地震発生前にはなされなかった。

令和6年能登半島地震で津波により甚大な被害を受
けた珠洲市と能登町の沿岸部における石川県による津
波浸水想定結果を表1に示す。この結果に基づき、珠
洲市と能登町では津波ハザードマップを作成、公表し
住民への周知に努めた。また、住民も主体的に津波避
難訓練の実施や避難経路や避難場所の整備を行なって
いた（3.1節）。

3. 地域住民への啓発活動
3.1 地域住民の防災活動支援

令和6年能登半島地震に対する住民の行動のうち特
筆すべきこととして、地震発生から数分以内に第一波
が到達した津波であったにもかかわらず、死者が2名
（石川県の公式発表による）にとどまったことであろ
う。これは住民が地震発生後に直ちに避難行動を実施
していたことを意味し、住民の防災意識が高かったこ
とを示している。すなわち、近年の行政や防災関係者
の積極的な啓発活動と住民たちの積極的な学びの成果
として達成されたものである。

以前は、石川県では地震や津波に対する危機感は低
調であった。例えば平成19（2007）年能登半島地震の発
生を受けて実施した輪島市・志賀町の住民意識調査6)で
は、震度6弱の地震動に対して津波避難を行った住民
は2割強にとどまっていた。

転機となったのは平成23（2011）年東北地方太平洋
沖地震と平成23年度に実施された石川県による津波浸
水想定の見直し（2.2節）である。石川県危機管理監室
では、この想定を受けて平成23年度から直ちに住民に

対する津波防災意識の啓発を強化した。珠洲市を含む
県内4地区をモデル地区に指定し、専門家の派遣、自
治体と住民との協働による災害図上訓練（DIG）の実施
とそれに基づくボトムアップ型の避難計画の見直し、
実践的な避難訓練の実施など積極的な支援を行った7)。
その結果、住民自身の手により、特に津波に対する避
難経路や避難場所の整備がなされるようになり、避難
経路の可視化や夜間の避難に備えた照明器具の設置、
備蓄品の拡充に取り組む地区もあった。

ただし、地震発生直前の2023年8月に珠洲市民を対
象に実施したアンケート8)では、住民の約半数が津波
に対する高い防災意識を有するまでに至ったが、残り
半数は十分な関心を有していない、あるいは避難を諦
めている状況であった。後述（3.3節）のように、県が
町会単位で自主防災組織リーダーを育成し、自主防災
組織リーダーを中心に避難計画を練り上げてきたこと
が、高い防災意識を有していない住民の避難を可能に
したと考えられる。

3.2 学校の防災対策および防災教育への支援
東日本大震災の発生を受けて文部科学省が実施した

「実践的防災教育総合支援事業」を利用して、石川県
教育委員会は毎年県内19市町の小中学校を各1校、お
よび県立高等学校1校の合計20校に学校防災アドバイ
ザーを派遣する事業を行っている（令和6年度も継続
中）。学校防災アドバイザーには学校教育に一定の素
養を持つ防災研究者が委嘱されており、筆者の一人
（青木）もその任に当たっている。令和5年度までの
13年間で学校数の多い金沢市、小松市、白山市、加賀
市の一部を除く県内のほぼすべての小中学校に1度は
アドバイザーが派遣されている。

派遣事業では、①学校安全計画の改善、②教員の防
災意識向上、③実践的な防災訓練の実施、④防災教育
の改善、に対する支援を行っている。特に、ハザード

津波が最も高くなる
場合
上：最大津波高
下：影響開始時間

津波が最も早く到達
する場合
上：最大津波高
下：影響開始時間

珠洲市 5.9 m から20 m
1分未満から45分

1.8 mから5.9 m
1分未満から5分

能登町 6.7 mから9.6 m
5分から8分

3.2 mから4.9 m
2分から5分

表1　珠洲市と能登町の沿岸部での津波浸水想定

図2　羽咋市立瑞穂小学校で実施した児童向け講演会の様
子。（2017年9月13日：青木撮影）
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マップや各種被害想定を用いて、それぞれの学校にお
いて想定されるハザードや被害を具体的に示し、災害
種やそれぞれの強度に応じた安全計画の立案や避難訓
練の計画を行うように支援することを重視している。

 支援を受ける学校の要請に応じて、アドバイザーが
児童・生徒に対して講演する機会も多い（図2）。児童・
生徒に対してもそれぞれの地区のハザードと被害の想
定を踏まえた心がけと備えに関する講習を行っている
ことに加え、講演の内容を家庭に持ち帰り、保護者と
話題にしてもらうことで保護者世代への波及効果を意
図した課題を出すことを行っている。

令和6年能登半島地震発生以降の課題として、能登
地区以外の児童・生徒も震災に対するストレスを感じ
ていることが挙げられる。今後は、脅しの防災を超え
て、地域の総合的な自然環境の理解の中に防災教育を
位置づけていく必要があると考えている。

3.3 自主防災組織リーダー（防災士）の育成
平成19年（2007年）能登半島地震（マグニチュード

6.9、最大震度6強）後、石川県では地域の防災力向上
のために、自主防災組織リーダー（防災士）の育成に
取り組んでいる。毎年7回程度、県内各所において育
成講座を開催し、毎年700〜800人程度が防災士の資格
を取得している（図3）。この講座の中で石川県での地
震・津波災害や避難行動、防災対応に関する講義も行
われ、能登地方を会場とする講座では、奥能登での大
地震の発生や津波への注意喚起もなされていた。

さらに、防災士資格の取得から間もない人を対象と
した初任者向けの研修を年3回程度、あるテーマに沿っ
た専門的な研修を年4回程度実施している。近年では、
中学生や高校生が参加することもある。また、令和5

年度から、石川県内の大学生を対象とした防災士育
成講座（防災学入門）が石川県と金沢大学の協力の下、
開催されるようになった。なお、大学生の防災士資格

取得にかかる費用は石川県が負担している。
令和6年4月1日時点での石川県での防災士資格取得

者数は9,929人（うち女性2,807人）であり、人口10万人
あたりの数は877人・全国5位（女性防災士数は248人・
全国4位）である。しかし、石川県防災士会に登録す
る個人会員は400人弱と少なく、資格取得後の活動へ
と効率的に繋げる施策が必要であろう。

3.4 地震・津波防災に関するシンポジウム
2021年中頃から珠洲市周辺において有感地震が増加

していること、および2022年は平成19年能登半島地震
の発生から15周年となることから、地震・津波防災に
関わる金沢大学の教員有志主催、珠洲市共催、金沢地
方気象台後援の地域住民向けのシンポジウムが2022年
6月4日に珠洲市にて開催された9)。このシンポジウム
では、地震活動の現状と成因、奥能登での過去の地
震・津波被害、地震・津波への備え、石川県・珠洲市
の地震・津波防災への取り組みが紹介された。新型コ
ロナ禍の最中であり、会場定員を半分にしての開催で
あったが、満員となる来場者があり、地域住民の関心
が高かったことが分かる。

また、石川県立飯田高等学校の生徒による学校関係
者（生徒の保護者を含む、珠洲市・能登町の住民が約
98%）を対象としたアンケート調査結果10)の発表があ
り、地震に対して不安を感じる人が9割近くいるが、
非常時の持ち出し用品を準備している人は3割強と少
なく、津波が来ることを不安材料に挙げた人の半数弱
は津波への備えをしていない現状も明らかとなった。
飯田高等学校の生徒による発表を含めて、シンポジウ
ムの内容は石川県内の各報道機関によって大きく報道
され、広く県民にも伝えられた。

2023年6月4日には、令和4年度に実施された科学研
究費助成事業（特別研究促進費）による群発地震に関
する総合調査の結果や地震・津波への備え、2023年5

図3　石川県での防災士資格取得者数。灰色は女性数、白色は男性数を示す。
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月5日のマグニチュード6.5（最大震度6強）の地震によ
る被災状況や支援策を紹介するシンポジウムが珠洲市
で開催された。シンポジウムの中で、能登半島北岸沖
合の海底活断層での大地震やそれに伴う津波への注意
喚起がなされ、石川県内の報道機関により大きく取り
上げられたことから、報道機関を通じての啓発効果が
期待された。

このシンポジウムでも石川県立飯田高等学校の生徒
によって、学校関係者および珠洲市の住民を対象とし
て2022年6月19日のマグニチュード5.4（最大震度6弱）
の地震後に実施されたアンケート結果11)が報告され
た。このアンケートは珠洲市の協力の下、珠洲市の全
世帯に回答依頼されたものであり、アンケート調査と
いう形での地震・津波防災に対する啓発の効果もあっ
たかもしれない。前回のアンケート結果と比較すると
家具の固定を行っている回答者の割合は高くなった
が、それ以外は特筆すべき変化は見られず、2022年の
最大震度6弱の地震が地域住民の地震・津波防災の意識
や行動に与えた影響は限定的であったと考えられる。

3.5 珠洲市長等との意見交換
2021年9月16日のマグニチュード5.1の地震後は珠洲

市周辺での地震活動に関する報道が増え、筆者らのコ
メントが掲載されることも増えた。ただ、それだけで
はコメントに本来含まれる微妙なニュアンスは伝わら
ず、切り取られた文脈には誤解を招くものもあった。
それらを解消し、また火山防災協議会のように関係者
間で顔の見える関係を構築するために、筆者の一人
（平松）と珠洲市、石川県、金沢地方気象台の防災担
当者との意見交換会を2022年1月から不定期に実施し
ている9)。

珠洲市長、副市長も意見交換会には毎回参加し、地
震活動の現状や総合調査等の研究成果に加え、今後の
地震活動の見通しに関する私見として、能登半島北岸
沖合の海底活断層での大地震の発生の可能性やそれに
付随する津波の影響について意見交換することもあっ
た。地域住民への地震・津波防災に関わる啓発活動だ
けでなく、地元自治体のトップや防災担当者への啓発
活動も地震・津波の防災・減災や発災後の迅速な災害
対応のためには欠かせないであろう。
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1. はじめに
防災科学技術研究所（以下、防災科研）は、国立研

究開発法人として防災科学技術に関する基礎研究及び
基盤的研究開発を実施するのみならず、災害対策基本
法に基づく指定公共機関として、防災業務計画を作成
し災害対応を実施する責務を有する。これら2つの役
割を担うことでアクションリサーチを実践し、社会の
状況や要請を踏まえた防災に資する研究開発を行い、
研究成果を社会へ還元するサイクルを構築している。

防災科研の防災情報研究部門及び総合防災情報セン
ターでは、災害対応として内閣府防災担当と設立した
災害時情報集約支援チーム（ISUT：Information Support 
Team）1)のメンバーとして、発災直後から被災自治体
に入り、情報収集・共有等の支援を行っている。また、
社会が発信する様々な「情報」を、防災のために効果
的に活用できるよう、特に災害発生直後の時間フェー
ズにフォーカスした研究開発に取り組んでいる。

本稿では、令和6年能登半島地震の発生直後より実
施した災害対応と、それと並行・連携して実施した研
究開発の取り組みを報告する。

2. 災害対応機関間の情報収集・共有支援
総合防災情報センターでは、防災科研の防災業務計

画に定めた以下の2つの災害対応を行う。
(1) 「防災クロスビュー 2)」への対応
(2)  SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク：

Shared Information Platform for Disaster Management）3)

を活用したISUTへの対応
本章では、令和6年能登半島地震におけるそれぞれ

の対応を紹介する。
2.1 発災直後の初動対応

地震発生直後1月1日のタイムラインを示す。
16:10　マグニチュード7.6・最大震度7の地震が発生
16:12　オンライン参集し、防災クロスビューと
　　　 ISUT-SITEの構築開始
16:49　ISUTの派遣決定
18:33　防災クロスビューを公開
18:41　ISUT-SITEを公開
20:51　ISUTが防衛省（市ヶ谷）から自衛隊ヘリで
　　　現地移動開始

23:23　ISUTが石川県庁に到着し、現地対応開始
あらかじめ決めていたSOP（標準作業手順：Standard 

Operating Procedures）に則りオンライン参集が行われ、
情報統合班として参集した防災情報研究部門のメン
バーを中心に、防災クロスビューおよび災害対応機関
限定ビューアであるISUT-SITEの構築を開始した。同
時に、職員2名のISUT派遣準備を開始し、内閣府との
協議により、約30分後には派遣が正式に決定した。
2.2 防災クロスビューによる情報発信

情報統合班では、防災科研のみならず様々な災害対
応機関から共有される情報を一元的に閲覧できるよう
防災クロスビューに掲載した。被害報告が上がってこ
ない発災直後は、観測データや推定データが有効であ
る。地震津波火山ネットワークセンターによる震源分
布、マルチハザードリスク評価研究部門の面的推定震
度分布と建物被害推定からは被害の範囲と程度が推測
できた（図1）。

あらかじめSIP4Dと連接していた情報システムから
は、被害状況に関するデータが共有された。携帯通信
会社から共有された通信状況では、情報伝達や集約が
できず孤立する可能性がある箇所がどれだけ広範囲に
あるかが明らかとなった（図2）。

被災状況を俯瞰的に把握できる衛星画像や空中写
真は、JAXAや国土地理院、民間企業等から共有され、
これらから被災地の状況が面的に把握可能となった。
水・土砂防災研究部門からは土砂流出推定範囲や津波
浸水域推定、国土地理院や各種大学、学協会等から
様々な調査結果が共有され、順次掲載した。

図1　面的推定震度分布(左)と建物被害推定(右)

令和6年能登半島地震における災害情報の収集・共有支援と
アクションリサーチ
田口　仁　　　　　　　　　　　／臼田裕一郎
●防災科学技術研究所 防災情報研究部門 副部門長　 ●防災科学技術研究所 総合防災情報センター センター長
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現場活動を踏まえたデータも順次共有されてきた。
県や国土交通省の道路状況、厚生労働省の断水状況、
各県の住家被害状況、自衛隊等による給水・入浴・食
事などの生活支援情報については、データ共有または
入手後にデータ作成の上で、順次掲載した。

冬に発生した地震のため、天候や気温も重要となる。
そこで、気象庁の気温分布や降雪量、雪氷防災研究部
門の屋根雪荷重や推定融雪量等を共有した。

さらに今回新たに、民間企業の360°カメラによる走
行動画とNPO等の活動状況を掲載した。走行動画は支
援者が現場目線での状況を映像で確認できる有効な情
報となった。
2.3 ISUT活動とISUT-SITEによる情報共有

発災当初、公共交通機関が使用不可となったため、
ISUTは自衛隊ヘリを用いて現地入りし、石川県庁を
中心に活動した。被災地で活動する自衛隊・消防・警
察と連携し、それぞれの道路通行実績を集約したほか、
分散した避難所情報の官民協働での突合（統合処理）、
孤立集落分布図の作成等を行い、災害対応機関のみが
閲覧可能なISUT-SITEに順次掲載した。

ISUTの活動は、防災情報研究部門が先陣となり、
続いて各研究部門や事務部門から職員が派遣され、市
町に入った災害過程研究部門とも連携しながら、所一
体として対応した。今回最も特徴的だったのは、県の
災害対策本部会議や資料がオンラインで公開されたこ
ともあり、現場ではスマートフォンやタブレット、大
型ディスプレイが多用された点である（図3）。従来の
紙ベースのアナログから、デジタルへの移行が進みつ
つあることは、今後の災害においても極めて重要な転
換点となる可能性がある。
2.4 情報発信・共有のとりまとめ

総合防災情報センターでは、災害対応後に取り組み
等を総括・整理し、これからの研究開発のエビデンス
とするために、刊行物として公表することにしている。
今回の地震における災害対応を通じて実施した情報

支援に関して、取り扱った各種情報を網羅的に整理し、
研究資料として刊行する予定である。取り扱った情報
の詳細については、そちらを参照されたい。

3. 防災情報のアクションリサーチ
前述のSIP4Dによる情報共有・流通を基盤に、災害

対応に資する情報プロダクツの生成・活用を実現する
めの研究開発を進めており、前述の情報共有支援と密
に連携をとりながら実施している。筆者らの研究部門
が実施した取り組みを報告する。
3.1 センサ活用による被害状況把握に向けた取り組み

発災直後から、災害対応においては被害状況の全体
像を早期に把握する必要がある。そこで、様々な防災
及び非防災目的のセンサによる観測データの取得・統
合・解析を行って、被害状況の把握に資する情報プロ
ダクツをリアルタイムに生成するための研究開発を実
施している4)。

今回の災害では、成長著しい宇宙ベンチャー企業に
よる小型衛星観測ネットワークと連携を行い、衛星
データの一元化を行うシステム（衛星ワンストップシ
ステム5））を活用して観測データを収集し、一部デー
タは前述の防災クロスビューやISUT-SITEで発信した
（図4）。このような実践を通じて、限られた衛星観測
リソースを集約することの重要性、リソースの集約を
自動化する技術の必要性と共に、災害時の衛星観測の
司令塔役の必要性が明らかとなった。

そのほかにも、多種多様な地上センサによる観測
データの収集・集約を行った。特に、携帯電話の位置
情報を活用した人流データ、インターネットに接続さ
れた自動車による車流データ、IoT家電による稼働状
況データ、SNS投稿データ等を用いて、災害時におけ
る異常や被害の把握可能性について、現地調査や他の
災害情報を用いた比較及び検討を実施している。

このような研究開発の必要性に至った理由は、ISUT

の一員として現場で対応した際に、被害状況に関する

図2　携帯電話会社による通信状況 (1/8 18時) 図3　ISUT活動とISUT-SITE利用状況
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「状況認識の統一」に資する情報が不足していること
を実感したからである。最終的には、災害対応に必要
な被害把握項目を明確化し、予測及び推定情報も活用
しつつ、その時点で入手可能なセンサデータを統合さ
せて被害域や被害量を常に推計・更新し、発災直後の
情報が少ない時間帯から、災害対応者が必要とする被
害状況把握が行える情報プロダクツの生成につながる
よう、研究開発を進めていく計画である。
3.2 実動機関の情報共有に向けた取り組み

発災直後より、救命・救助のために様々な実動機関
が対応を行うことから、被災現場における効果的な情
報共有が重要となる。そのため、情報通信技術を活
用し、災害現場の最前線で活動する実動機関等（消防、
警察、自衛隊、海上保安庁、DMAT、TEC-FORCE）の
情報共有の実現に向けた研究開発を実施している。

今回の災害では、1月2日未明から石川県庁において
実動機関の情報の統合を支援した（図5）。特に、半島
という地理的制約もあり、進入ルートの状況把握が大
きな課題となったため、実動機関がそれぞれ把握して
いる道路状況（各実動機関の走行履歴）を１つの紙地
図に集約し、それを防災科研が電子地図として統合管
理した。さらに、自衛隊の走行履歴については、防災
科研が提供する情報システムに自衛官が直接入力する
ことで、SIP4D へ自動的に共有を行った。これらの取
り組みを通じて、孤立した地域の抽出や、優先的に応
急復旧すべき道路ネットワークの検討に活用できる可
能性が示唆された6)。

このような取り組みを通じて、実動機関が自律的に
情報を共有し、災害時の効果的・効率的な対応を実現
するための仕組づくりも含めて、研究開発を進めてい
く計画である。
3.3 産官学の協働に基づく共創に向けた取り組み

災害が発生すると、災害ごとに新しい課題が発生し、
災害対応機関だけでなく様々な組織が対応や支援を行
う。そのため、平時も含めて産官学の協働によって課
題解決方法を共創する必要がある。そのための協働体
や体制構築に向けた取り組みを行っている。

今回の災害では、産業界との協働としてデジタル
庁の呼びかけで2022年に設立した防災DX官民共創
協議会（BDX）と連携し、県、市町、内閣府、自衛隊、
DMATに分散して作成された避難所データの突合（統
合処理）を支援した。2016年の熊本地震で防災科研が
単独作業として実施した突合の経験を踏まえ、今回は
BDX会員企業が3日でWebアプリケーションを開発し、
市町が効率的に避難所の突合結果を認定する官民共創
での避難所データ構築フローを実現した。

学術界との協働としては、防災・減災連携研究ハブ
（JHoP）に対し、本地震に関する調査・研究成果の共
有をイノベーション共創本部より呼びかけ、名古屋大
学、東北大学等の調査・研究成果をSIP4D、防災クロ
スビュー、ISUT-SITEで共有・発信したり、ISUTとし
て要請を受けた地図データの作成を学会に依頼する等、
新たな動きを実践した（図6）。

前述の事例のように、この地震をきっかけとして産
官学の新たな連携、協働、共創が生まれつつあり、今
後も引き続き、より多くの組織が「情報でつながり」、
「知の結集」による防災や対応を平時及び災害時に実
現できるよう、取り組みを加速化する計画である。

図4　国内衛星観測ネットワークと連携した
取得データの一例

図5　石川県庁での情報統合の様子 (1/2早朝)
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4. さいごに
本稿では、令和6年能登半島地震における防災科研

として実施した災害対応と、それと並行・連携して実
施している防災情報に関するアクションリサーチを紹
介した。災害時に社会が発信する様々な「情報」を効
果的に利活用できる社会の実現に向けて、災害対応を
行う公的機関として、さらに防災科学技術の中核的研
究機関として、研究開発及び取り組みを推進し、社会
に還元する所存である。
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1. はじめに
本稿では、令和6年能登半島地震の災害対応として

実施されたドローンの利用事例をもとに、災害時のド
ローン活用を効果的に推進する上での課題を検討する。
我が国では、少子化と超高齢化にともなう人口減少の
継続が確実視されている。そのため、大前提として人
口減少社会の到来を念頭に置いたうえで、そこで実現
可能なドローン活用のあり方を考えていきたい。

2. ドローン活用の全体像と5つの課題
新聞、マスコミWebサイトを中心とした能登半島地

震でのドローン活用事例の収集、および災害初期対応
で能登半島に応援に入った機関へのヒアリングを通じ
て、災害時のドローンの多彩な役割とその効果が示さ
れた。災害初期の状況把握のみならず、被災者支援、
被害調査でも活用事例がみられた。同時に、災害対応
の中で速やかにドローンを展開し活用するうえでの課
題も浮き彫りになってきた。我が国の社会問題とあわ
せて、ここでは次の5つの課題として整理した。

ドローン活用の課題
1. 災害初期対応での情報活用能力の向上
2. 自治体でのドローン活用体制の構築
3. 有人機とドローンの災害時の空域管理
4. 2040年問題への対応
5. 住民協働を通じたドローン社会の形成

1.から3.は、特に災害初期対応でのドローン活用に
関する課題である。何も手を打たなければ、これらの
課題で生じたような問題は、次の大規模災害時にも再
び繰り返されるだろう。我が国は現在、南海トラフ地
震、首都直下地震など、国難級災害の前夜にいる。こ
れらは、次の大災害が起きるその時までに対応を進め
るべき課題である。4.と5.の2つの課題は、我が国特有
の2040年問題を前にした、ドローン社会のあり方につ
いて言及したものである。

3. 課題対応に向けた考察
3.1 課題1　災害初期対応での情報活用能力の向上
(1) 実働機関によるドローン活用事例と効果

災害発生直後の初動時は、生命および身体の保護に
向けた活動が最優先で行われる。実働機関と呼ばれる
消防、警察、自衛隊が、この捜索救助活動を担う。実
働機関によるドローンの運航は、災害初動の情報が少
ない中で、「行けない」「見えない」「分からない」状
況を明らかにし、安全かつ迅速に活動を展開すること
を目的として行われる。能登半島地震でも、実働機関
による多数のドローン飛行が行われた。課題1 から3

については、現地で活動した陸上自衛隊と、緊急消防
援助隊に参加した消防本部へのヒアリングをもとにま
とめた。最初に、ドローンの活用事例のうち、現場活
動の意思決定に特に寄与した奏功事例をリストアップ
した。

実働機関による災害初期対応でのドローン活用事例
・FPV（FPV: First person view）、PCでの動画確認による

要救助者の検索
・孤立状況の把握。地面のSOSの文字や焚き火跡など

の生活痕跡の確認
・救助など現場活動状況の把握
・道路状況の把握。土砂量や啓開可能性の検討
・土砂災害中の水溜り、流水などの危険情報の把握
・オルソ画像作成による土砂災害の規模・実態の把握
・土砂ダムの経時的な観察、定点撮影データの比較

捜索救助活動では、要救助者の状態と存在する場所
について、確度の高い情報が求められる。このため、
機体カメラのリアルタイム映像を使用して要救助者の
捜索が行われた。これは、捜索救助活動時の典型的な
ドローン活用方法の一つである。ある機関では、飛行
時にFPVよりさらに高分解能な動画を撮影し、宿営地
に戻ってからPCで再度見直す方法も併用された。ま
た、FPVで地面に書かれたSOSの文字や焚き火跡を発
見し、地上から救助隊を送り込んだ例もあった。

土砂災害現場で救助隊の活動方針を決めるためにド
ローン運航が行われた事例も確認された。道路啓開の
可否を判断するため、道路上の土砂のボリューム感が
空撮によって把握された。また、地上視点では災害の
全体像が見渡せない大規模な土砂災害について、オル
ソ画像が作成された。土砂崩れで堰き止められた河川

ドローンが果たした役割と課題

内山庄一郎
●国立研究開発法人防災科学技術研究所　主任専門研究員
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には、上流側に土砂ダムが形成され、その決壊が懸念
された。このため、実働機関から依頼を受けたドロー
ン事業者がドローンによる定点定期観測を行い、土砂
ダムの水量や流量の監視にあたった。
(2) 実働機関におけるドローン活用の構造的課題

前項にドローン活用の奏功事例を挙げたが、現場の
声としては、ドローンを使用すべき事案や、そこで取得
すべき情報が明確に意識されて活用された事例ばかり
ではないとの意見が得られた。ヒアリングでは、取得
した情報のドローン隊自身の分析能力と、ドローンの
情報を提供された意思決定者の情報活用能力に対する
意見が提示された。ヒアリングの結果から、実働機関
における構造的課題として、二つの大きな課題が見え
てきた。

構造的課題1　ドローン隊の情報分析能力
能登半島地震での事例には、ドローンを飛行させる

ことが目的となっている例も見られた。この背景には、
ドローンの操縦技能と、ドローンで得た情報の分析能
力の違いが、実働機関の中で十分に理解されていない
ことが理由として考えられる。実働機関における操縦
者教育として、ドローンスクールの研修に対して予算
措置される例は多いが、そこで学ぶ内容は、消防車両
で例えれば運転免許に相当する内容に限られたもので
あり、放水や救助などの消防活動の専門的な知見をそ
こで学ぶことはできない。一方で、ドローンで得た情
報の分析能力に対する教育訓練の手法やドローンの活
用方法の具体的手順の整備は追いついていない。

構造的課題2　意思決定者の情報活用能力
次に、ドローン隊を指揮する上級の指揮官等が、自

然災害対応時のドローン活用戦略を有していないこ
とが構造的課題として抽出された。ヒアリングでは、
活動を的確に指示しない指揮官や上級部隊に対し、ド
ローン隊が意思決定に使えそうな情報を逆提案する
ケースも見られた。

大規模災害の指揮をとるベテランの指揮者は、ド
ローンがない時代の経験を元に意思決定を行なってい
ると考えられる。しかしながら、ドローンという新た
な情報ツールを有効に活用するには、意思決定者の情
報活用能力の向上もドローン隊の運航能力向上と同じ
レベルで重要な教育対象となる。

ここで示された二つの構造的課題は、今回の能登半
島地震のヒアリングから得られたものだが、今回の災
害対応に特有のものでもない。この問題に対処すべく、
防災科学技術研究所では、災害対応のためのドローン

活用の教育プロラムGEORIS education1)を開発し、実働
機関でのドローンの情報活用能力の向上を目指してい
る。

3.2 課題2　自治体でのドローン活用体制の構築
能登半島地震では、先述の初動対応に続いて、物

資輸送、インフラ点検、被害調査、地図作成、警備な
ど、多様な目的でドローンが活用された。さらに、こ
うした目的でのドローン活用の効果についても認知が
深まった。特筆すべきは、災害初動対応以外の活用の
ほぼ全ての事例は、公的機関が主導したものではなく、
ドローン事業者によって実施された点にある。

多彩な役割と活用効果
・医薬品や緊急物資の輸送
・道路や橋梁などのインフラ点検
・土砂災害の調査、土砂ダムの監視
・住宅、農地、林野水産資源等の調査
・オルソ画像などの地図作成
・集落警備

(1) 自治体におけるドローン活用体制
能登半島地震では、ドローン事業者による多彩な活

用と効果が示されたが、自治体がリードして実現され
たものではなかった。今回の被災自治体には、ドロー
ンによる災害対応の窓口となる部署はなかった。災害
対応での行政におけるドローンの活用ニーズの発掘か
ら運航者の配置まで、事業者が中心となって展開され
た。

自治体の職員数は削減が進み、平時の業務量は増え
続けている。被災時にドローン事業者を受け入れて、
活用を采配するところまで手が回りにくいことも事実
である。しかし、ドローン事業者のボランティア支援
は、今後も増え続けるであろう。まずは自治体に、こ
うした活動の窓口を置く必要がある。続いて、対口支
援のリソースも念頭に置きつつ、自治体の指揮命令系
統の中で、行政・民間が連携してドローンが活用でき
る体制を目指していくことが課題である。

能登半島地震での多彩なドローン活用は、事業者が
自治体の各部局でのニーズを発掘し生まれたもので
あった。ドローン活用体制の構築に向けて、さまざま
な部局でのドローン活用ニーズのポテンシャルを明確
にしていくことが第一歩となる。
(2) 都道府県との連携

災害時には、ドローンの飛行が原則禁止される緊急
用務空域が設定されることがある。能登半島地震でも
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捜索救助を行う有人航空機の航空安全を確保し、活動
に支障が生じないよう、緊急用務空域が設定された。

この空域は、都道府県の災害対策本部に置かれる航
空運用調整班が主導し、決定される。現在の航空法で
は、緊急用務空域内で飛行させることができるドロー
ンは、捜索・救助を目的とする公的機関が関与した飛
行に限られる。このため、緊急用務空域が設定される
と、基礎自治体が想定した生活支援等を目的としたド
ローン運航ができなくなる可能性がある。したがって、
災害時のドローン運航は、基礎自治体と都道府県が緊
急用務空域の設定方法等に関して密接に連携をとり、
体制を検討していくことが重要である。

3.3 課題3　有人機とドローンの災害時の空域管理
能登半島地震では、緊急用務空域が1ヶ月以上にわ

たり設定された。救助ヘリは対地高度150m未満の低
空を飛行するため、ドローンの飛行空域と完全に重複
する。緊急用務空域は、緊急時に低空を飛行する有人
機の航空安全を確保することが主目的である。他方、
能登半島地震では、捜索・救助に限らない目的での事
業者によるドローン運航が行われ、災害対応に役立っ
た事実もある。今後は、災害時の有人機の安全確保と
ドローンの有効活用の両方を達成するための議論が必
要である。
(1) 役割分担の明確化

有人機の下を飛ぶ視認困難な小型ドローンは、救助
ヘリ等にとって、航空安全上の大きな懸念である。し
たがって、有人機とドローンの活動する時間および空
域を合理的に分離する必要がある。そのためには、災
害種別ごとに有人機とドローンのそれぞれが果たすべ
き役割とタイミングの整理が第一歩となる。技術的な
理想としては、有人機とドローンを分けることなく、
空域を共用する航空リソースとして管理される未来が
望ましい。
(2) 増え続けるドローン

ヘリコプターや小型固定翼機など、有視界飛行方式
で飛行する有人航空機の登録数は2000機程度で推移し
ている。対して、ドローンの登録数は、まもなく40万機
に到達する迫る勢いで増加している。災害時のドロー
ン事業者の活動や、それに伴う災害時・平時の自治体
への問い合わせは今後も増え続け、減ることはないと
考えるのが自然である。

救助ヘリ等の有人機は、災害時の唯一の航空リソー
スとして長らく奮闘し、航空安全の文化を作り、災害
対応の能力を高めてきた。かたやドローンの歴史は極
めて浅く、その機能や効果は断片的には示されている

ものの、災害時の固定的な役割を得られるほどの信頼
や効果が示されたとまではいえない。また、航空安全
の障害としてドローンを懸念する有人機コミュニティ
と、積極的に活用可能性を示したいドローンコミュニ
ティとの間には、空域の活用のあり方について少なか
らず認識の相違があるように見える。しかし、国民の
生命、身体および財産を災害から保護することが最優
先であることが実働機関の共通認識になることは疑い
がない。今後は、有人機とドローンのコミュニティが
共同で、災害対応のあり方を検討していくことが必要
であろう。

3.4 課題4　2040年問題への対応
4つ目の課題は、人口減少社会を念頭においたド

ローン活用のあり方の検討に関するものである。2040

年問題とは、生産年齢人口の急減により生じる影響を
総称した概念である。現時点でも被災自治体の職員不
足が問題となるように、行政だけでは運営が難しい
サービスが増えていく可能性がある。
(1) 横串で業務を変革する人材の必要性

平時、災害時に関わらずドローンの活用の検討を進
める自治体が増えているが、多くがドローンによる既
存業務の代替を通じた業務効率化の検討であることが
多い。しかしそれだけでは、ドローンが新たな業務と
して負担になる可能性が高く、業務効率化になるとは
限らない。モノと情報の半自動の輸送手段としての技
術的な優位性や将来的なポテンシャルを活かし、部署
をまたがる活用を検討していくことが欠かせない。こ
れには、各部署の既存業務とドローン技術に通じた人
材と、その人材への現場を変える発言力としての権限
の付与が求められる。
(2) よりよい未来のビジョンの共有

今後、2040問題の顕在化と技術の急激な進歩を目の
当たりしながら、行政も住民も、我々が時代の転換点
にいることを認識させられるだろう。時代の変化に対
応するには、よりよい未来のビジョンから今を照らし
てドローンの活用のあり方を考えていくことが重要で
ある。

和歌山県では、2024年3月にドローンを活用した防
災・減災対策に係るガイドライン2)を刊行し、ドローン
の活用を軸とした基礎自治体における災害対応の変革
を目指している。そこでは、災害対応業務の全体像を
踏まえて関係部署の既存業務のあり方を問い、ドロー
ンの活用を検討する方法が提案されている。しかし、
縦割りで最適化された既存業務を変えることは、大き
な抵抗もあって困難を伴う。自治体のリーダーには、
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地域のよりよい未来を明確に示し、行政・住民と共有
していく力が求められるだろう。

3.5 課題5　住民協働を通じたドローン社会の形成
現在のドローンは、モノと情報を運ぶ仕組みの一部

を担いつつある。そこから自動化が進めば、ドローン
が輸送や通信などの社会インフラとして進化していく。
このようなドローンのポテンシャルを踏まえ、使い方、
ルール、まちづくり、これらを調和させるための検討
が必要になる。現在のドローン活用検討の場では、ド
ローンの専門家とユーザーが、ドローンの機能を前提
とした活用を考えている。今後は、そこに住民の視点
が欠かせないだろう。

災害対応は行政の仕事というイメージが強いが、平
時と災害時の区別なく使えるフェーズフリーなドロー
ン活用のあり方であれば、住民と協働する余地が生ま
れる。例えば、平時に物資配送を行うドローンが、災
害時に状況把握や緊急物資の輸送に用途変更して活用
する仕組みが検討されている。例えば瀬戸内町（鹿児
島県）では、このコンセプトでドローンの活用が進め
られている（図1）。

ドローンに関わるすべてのステークホルダーが、ド
ローンという新たなエアモビリティがもたらす価値と
デメリットの両面を知り尽くすプロセスが第一歩であ
る。自分のまちのエアモビリティに対し、住民と協働
しルールメイキングを含めた検討を進めていく先に、
ドローンが受容され活用される社会があるだろう。

4.  まとめ
本稿では、令和6年能登半島地震における実働機関

および事業者による災害時のドローン活用結果を整理
し、直近の課題と中長期的な課題の二つの切り口でま
とめた。直近の課題として、実働機関における情報活
用能力の向上と自治体での自律的なドローン活用体制
の構築、そして有人機とドローンの空域管理のあり方
を挙げた。まちづくりの観点では、2040年問題の進行
を念頭に置き、ドローンが社会インフラ化した未来を
見据えたビジョンの明確化と、住民との協働の観点で
技術中心からコミュニティ中心のドローン活用の議論
へシフトする必要性を挙げた。

ドローン活用の検討を行政職員の目線で見れば、機
体仕様の検討や操縦者育成の予算獲得が主な議論で
あった。今後は、ドローンをいつ、どのように使うかと
いった戦術の検討、さらにはドローンのポテンシャル
を踏まえた業務の変革にまで議論は及びうる。長く広
い視点を持ってステークホルダーの知恵を集め、より
より未来を目指して今を変えていきたい。
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2)	和歌山県：ドローンを活用した防災・減災対策に係
るガイドライン、2024.
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d00217230.html（参照2024-08-31）

3)	日本航空：奄美瀬戸内町とJALは、共同でドロー
ン運航会社「奄美アイランドドローン㈱」を設立、
2024年2月29日プレスリリース、
https://press.jal.co.jp/ja/release/202402/007943.html（ 参 照
2024-08-31）
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ドローンによる災害状況把握技術の開
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　鹿児島県瀬戸内町では、ドローン輸送を生活の安心･安全
と集落機能の維持を図る新たな行政サービスとして位置づ
け、防災から生活物流にわたる地域の社会課題の解決に向
けて、災害発生時には孤立集落への緊急支援物資の輸送を、
平常時には医療関係品や日用品を定期配送するなど、島の
暮らしを支える住民向けサービスを開始した。

図1　フェーズフリーなドローン活用3)
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1. はじめに
2024年元日に発生した能登半島地震では、石川・新

潟・富山・福井県で6,273棟が全壊、20,892棟が半壊の
被害を受けた1）。避難所に関してみると、居住地域に
設けられる一次避難所に加えて、被害の軽微な地域
の宿泊施設等を利用する二次避難所、さらには二次避
難所の手前でトリアージを行う1.5次避難所が設けら
れたのが特徴と言える。その他、福祉避難所や、集落
等の集団避難場所である広域避難所も設けられてい
る。1月末からは順次仮設住宅が竣工・入居開始となり、
現在開設されている避難所は、石川県で15 ヶ所（9月
5日現在）となっている2）。本稿では、発災からこれま
でに得られた公表資料および各種データをもとに、一
次避難所の実態に絞って報告したい。

2. 石川県における避難所者の動向
図1は須沢（2024）3）による石川県の避難者数推移で

ある。当初は一次避難所への避難者が多く、1月5日の
ピーク時には32,616人が避難、1月7日には404箇所の
一次避難所が開設されているが、1月末までに避難者
は4分の１に減っている。一方で1月中旬以降、1.5次
避難所や二次避難所の利用が増加している。1月27日
から4月2日までのデータが取得できた「避難所以外で
避難生活をおくる被災者の情報登録実績」からは、1.5

次、二次避難所と同様に1月末頃から県内外の親戚宅、
自宅等での避難が増加したこと、4月以降も一定数は
そこでの避難を継続していたことが推察され、一次避
難所避難者減少に伴い、これら各種避難場所へ避難者
が分散していったことがわかる。

令和6年能登半島地震被災地における一次避難所の実態

佃　悠
●東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻 准教授

図1　石川県の避難者数推移［速報版］（須沢3）による。カラー図版を筆者が白黒に調整）

断水戸数／応急仮設住宅完成戸数

※石川県災害対策本

部員会会議資料を基

に作成

避
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3. 避難所の運営
一次避難所の運営には基礎自治体があたり、全国か

ら基礎自治体に派遣された応援職員も現地での対応を
行っている。県では危機対策課が国・基礎自治体の窓
口となり、開設状況の把握や国への支援依頼などを
担った。石川県防災ポータルには一次避難所の開設状
況が逐次公開されている。発災直後には国からのプッ
シュ型支援により食料・飲料水・仮設トイレ等生活に
不可欠な物資が提供され、時間の経過とともに市町の
要望に応じたプル型支援に移行している。

4. 文教施設等の避難所利用状況
一次避難所の多くは地域の公民館や学校等に設けら

れる。日本建築学会 学術推進委員会 文教施設小委員
会（主査：東京大学生産技術研究所　中埜良昭教授）
では文部科学省から委託された「文教施設の耐震性能
等に関する調査研究（令和5年度）」に合わせて、学校
等施設の避難所利用についても調査を行った。この調
査データをもとにした速報の一部を紹介する注。

調査は、2024年2月15日から4月6日まで、石川・新
潟県の文教施設73 ヶ所に対して行われた。うち、被
災時に学校として利用していた施設は55施設である。
4.1 避難所利用および学校再開の概況

図2に施設の避難所等としての利用状況を示す。調
査対象としては小学校が最も多かった。「その他施設」
には文化施設やスポーツ施設が含まれる。避難所とし
て利用する場合、小学校、中学校、高校では体育館・
教室・事務室の全てを使用する場合が最も多く、体育
館のみや、教室・事務室等、一部のみを使用する事例
もみられた。また、避難所ではなく支援者の拠点や宿
泊所、罹災証明書発行などの目的で使用している例も
少数ではあるが存在した。未利用や利用実態が不明の
施設は「その他施設」に多く、小学校でも約3分の1を
占めている。

学校施設を避難所利用したもののみを取り出し、図
3に避難所の開設時期を示す。1月1日の当日のみから
1週間以内の開設が11施設、1月末までが4施設、その後
も継続している施設が20施設となっていた。前述した
とおり避難者数は1月末にかけて減少しており、それに
伴い避難所自体も閉鎖していったためと思われる。高
校は1月末までに閉鎖しているものが多く、小学校や
中学校では1月以降も継続して利用しているものが多
い。特に小学校は学区ごとの拠点として避難所利用が
継続していたと思われる。

学校には避難所としての利用要請がある一方、子ど
もたちの学習環境としての早期復興も焦点となる。図

 
 

図2　施設の避難所等としての利用状況（N=73）

図4　学校種別ごとの学校再開状況（N=41）

図3　避難所の開設時期（N=41）

図5　現地での学校再開施設と本震震度（N=33）
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4に学校種別ごとの学校再開状況を示す。調査段階で
避難所が閉鎖し現地で再開しているのは9施設であっ
た。これには高校が多く、前述した通り1月末までに
は避難所を閉鎖した施設が多かったため重複的利用を
避けることができたと思われる。避難所が閉鎖しても
学校自体の被害等により3施設が他校での再開を選択
している。全体では避難所開設中に再開した学校が最
も多く、そのうち現地での再開が8割を占める。こちら
は小学校が多い。

現地で学校再開した施設と不明・未再開を取り出し、
周辺の本震震度ごとの様子を図5に示す。本震震度が
低い地域の方が避難所閉鎖後に再開した割合が高く
なっている。これは、本震震度が高い地域に比べると
住宅被害が比較的軽微で、自宅避難等に切り替えるこ
とにより避難所閉鎖を早く行うことができたことが影
響していると推察される。
4.2 避難所運営の観点からの避難所利用上の課題

そもそも学校施設の主要機能は教育であり、避難所
機能が十分に設けられているとは限らない。調査では
「避難所運営の観点からみて、避難所としての利用上
の課題」について聞き取っている。表１に主要な内容
を示す。「被害」では、体育館が被害を受け、教室等
を使用せざるを得なかったこと、開設後すぐに閉鎖さ
れたこと、「運営」では、ボランティアや高齢者で運営
することの限界、利用方法の問題、電源の容量不足な
どが挙げられている。「トイレ」の課題は多く挙げら
れており、断水・排水により使用ができなかったこと、
損壊していたにも関わらず利用し続けたこと、利用方
法自体などがみられる。仮設トイレが設置されるまで
の間、トイレの不足により衛生状態に問題があったこ
とは、筆者が別途訪問した避難所でも聞き取っており、
これまでの災害でも繰り返し指摘されている。その他、
新型コロナウィルスなどの発生による感染者対策、高
齢者への対応、生活空間として想定されていない体育
館の温熱環境、プライバシーの保護などが課題として
挙げられている。
4.3 学校運営の観点からの避難所利用による苦労

さらに「学校運営の観点からみて、避難所になった
ことで学校が苦労したこと」についても調査した（表
2）。多く挙げられたのは「授業の再開」で、避難所を
開設しながら授業を再開したために、体育館やグラウ
ンドが利用されることによる体育、部活、集会活動な
どへの影響は複数の学校でみられた。教室を避難場所
として利用していたことによる教室利用の制限も、複
数の学校で指摘されている。これらについてもこれま
での災害で指摘されてきた事項である。また、衛生面

や備品の持ち出し、利用者動線、学校と避難所との密
な連携の必要性など、異なる機能の利用者が併存する
ことでの課題が示されている。

5. おわりに
本稿では、発災から約8 ヶ月での一次避難所の概況

を見てきた。今回の地震においては、被災者の自主的
な避難のみでなく、行政からも役割の異なる避難所が
複数種類提供されており、避難先の多様化が進んでい

表1　避難所利用上の課題

項目 内容

被害

・体育館が使えなかった、教室棟でひび割れからの隙間
風があった

・体育館が避難所として利用できず、ランチルームと教室
を解放せざるを得なくなった

・体育館が避難に使われたが、地盤の甚大な被害によっ
て1 ～ 2時間で閉鎖された

・校舎の出入口が破損したため避難者の出入りが生じた
・アクセス道路崩壊による避難者の安全な誘導

運営

・ボランティアだけで運営しているため役所の職員が来
てほしい

・避難所本部に電話回線が設置されないため連絡等が困
難である（その都度，学校の電話を利用せざるを得な
い）

・教室避難者が生活用品を持ち込み、退出（体育館への
移動）しようとしなかった。あわせて飲酒等も見られ
た

・自主避難所として開設。トイレの無断使用や犬の連れ
込みがあった

・避難所として指定がなかったが住民が避難したため備
蓄がなく混乱した

・避難所指定順位は高くなかったが、避難者を多く受け
入れた

・救援物資の集積・配布拠点であるが、世話人の高齢化
で対応が十分できない

・避難場所の確保、集約→各教室に点在してしまった
・電源の確保（容量不足）[複数回答]

区分け
・土足での立ち入り
・教員／避難住民との区分け
・駐車場の確保（住民用と教員用）

トイレ

・トイレ・手洗い等の施設に被害があったため、衛生面
の維持・清掃等が難しかった

・トイレの利用方法
・（２日間のみであったので）大きな混乱はなかったが、

トイレが使えず避難所としてはあまり機能しなかった
・断水によるトイレの問題
・地盤沈下による排水不能、トイレ使用不可
・トイレがおそらく損壊していたが常時のように利用し

たため利用できなくなった

病気等
・病気の流行/コロナなど感染症発生による感染者対策
・感染症専用の避難所として運営されているため収容人

数の増減が大きい

暖房

・暖房（ジェットヒーター）で火災報知器が反応
・避難所指定された体育館が寒いため、暖房ありの武道

場を使用/教室棟を使用[複数回答]
・体育館での暖房効きの悪さ/暖房器具の確保
・暖房、wifi、TVを要望する避難者が多かった

高齢者
対応

・（今後予想される課題）暑くなってくると高齢者の対応
が難しくなりそう（保健室の利用を希望されても学校
運営上、対応不可のため）

・体育館が2階にあることで高齢の方の移動が大変だった
（階段、トイレ）

プライ
バシー

・ホワイトボードでプライバシー保護の仕切りをつくっ
た
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る。しかし、当初避難所としての一次避難所の役割は
依然大きく、発災直後は多くの避難者が殺到する状況
となっている。文教施設の実態把握からは、そのこと
により発生するトイレの容量不足等の問題も明らかに
なった。合わせて、避難所機能ではないことによる居
住環境としての過酷な状況、学校再開による学校機能
と避難所機能の併存の課題なども指摘されている。こ
れらは、これまでにも指摘されてきた課題であり、いま
だ十分な改善策が適用されていないということでもあ
る。今回、導入された広域的な避難を担う1.5次避難所、
二次避難所の評価とも合わせて、次の災害に向けた早
急な環境改善対策が必要とされている。
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表2　避難所利用による苦労

項目 内容

授業の再開

・体育館が避難所および自衛隊拠点、グラウンドが仮
設住宅地として利用されているため、体育の授業
や部活動などの運動を伴う活動全般、 集会ができ
ない[複数回答]

・学校再開後も体育館、駐車場および特別教室の一
部を避難所が利用しているため、通常の運営がで
きないこと（施錠も含め）

・避難所運営を続けながら全生徒の登校が可能か不
安

・学校再開の見通しがつかない/学校再開までに時間
を要した

・避難所として指定がなかったが住民が避難したた
め学校再開が遅延した

教室利用

・避難所利用があったため、教室利用ができなかっ
た

・各教室から体育館への集約（プライバシー、暖房の
確保）

・避難所として利用していた教室の確保により、避
難者の居住場所の確保のやりくりに苦労があった

・感染者専用の避難所であるため、感染者が少なく
ても一定の教室の確保が必要であり、教室利用が
大幅に制限されている

トイレ
・トイレの断水
・トイレを避難者用に利用したため、児童が利用で

きなかった

衛生
・衛生面で学校は上履き使用としているが、避難所

は外履きのまま校舎を使っていること
・校地内で喫煙する方がいて注意喚起に加え、吸い

殻の片付けが必要だった

被害 ・扉の開閉が出来ず、ランチルームが使えない。漏水
が多く、下水道も使えない

備品の持ち
出し

・学校の備品を勝手に持ち出し返却されないものが
多数あった

運営その他

・外部からの急な対応に追われたこと
・学校と避難所の細かな情報共有と連携
・生徒と避難者の動線
・水道が停止したため給食の再開が遅れた
・学校再開の支援団体の協力があり感謝している
・指定避難所ではないにもかかわらず周辺住民が来

てしまった
短期/現地
での授業再
開しないた
め問題なし

・（２日間のみであったので）大きな混乱はなかった
・避難所使用が1月1日のみで、生徒の学生生活には

特に影響はなし
・当校で授業を再開していないため、特になし
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1. はじめに
過疎の進行する半島に点在する街は、冗長性の低い

幹線道路網、老朽化したライフライン、リソースが不
足する医療サービスをはじめとした社会インフラなど、
恒久的な問題を抱えている。令和6年能登半島地震は
非情にも脆弱なコミュニティを直撃した。先ずは、被
災者の皆様方に心よりお見舞い申し上げる。

ハード面での対策には莫大な費用がかかり、事業継
続計画（Business Continuity Plan; BCP）などのソフト面
での対策に期待する声は大きい。医療分野では、阪神
淡路大震災を契機として、災害拠点病院、災害派遣医
療チーム（DMAT）などが整備され、災害対策マニュア
ルの策定が進められてきた。災害拠点病院では、東日
本大震災での被害を教訓に、インフラや交通・情報通
信網等の破綻を念頭に置いたBCPの策定が2012年に努
力目標とされ、その後に認定要件となった。現在、一
般の医療施設でもBCPの策定が努力目標となっている。
また近年、介護・高齢者施設を対象としたBCPの策定
マニュアルが公開され、各施設で対応が進んでいる。
医療施設のBCPが“籠城”を想定しているのに対し、運
営母体の小さい介護・高齢者施設のBCPでは、不可避
な機能低下を想定したうえで、同一法人・法人間の連
携を推進している。

本稿では、公表資料などに、被災施設のヒヤリング
調査で得た情報を一部交えて、医療施設の「予防・初
動・応急段階」を考察する。将来、ヒヤリング調査に参
加した共同研究者と分析結果を報告する予定であり、
ここでは概要と定性的な分析にとどまることをご容赦
いただきたい。

2. 医療の継続性に必要な要素とBCP
医療機関で大量の傷病者を受け入れるに際して、治

療する能力を評価するための4つのS（Systems, Staff, 
Stuff, Structure）の関係図1)を図1に示す。人員、物資、
スペースが確保され、運用するシステムが機能するこ
とで、医療の継続性が確保される。この概念を施設全
体の機能維持性に拡張することが可能である。災害時
には、人員、物資、スペースのいずれもが制限されるが、
システムが臨機応変に対応できるかによって医療供給
能力が大きく変化する。

災害拠点病院においてBCPの実践により期待される
復旧曲線を図2に示す。縦軸は医療機能で平時を100%

とし、横軸は時間である。一般企業ではある程度の機
能低下を許容する一方で、医療機関については、BCP

の実践により平時よりも高い機能を求めている。

3. 予防
3.1 耐震対策

厚生労働省による病院耐震化状況の調査結果2), 3)を
表1に示す。熊本地震が発生した2016年時点の熊本県
は全国平均をやや下回る66.4%で、2023年時点の石川
県は全国平均をやや上回る81.3%である。この7年間に

医療施設の被害、BCPと対応

倉田　真宏
●京都大学防災研究所 准教授

0時間 72時間 10日 30日

継続が必要な平常業務

BCP実践後の復旧曲線
BCP実践前の予想復旧曲線

災害時応急対策業務
（緊急医療など）

発災後の時間軸

業
務
レ
ベ
ル
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図1　ICUのサージ能力を決める4S1)

図2　BCP実践により期待される復旧曲線

表1　病院の耐震化の状況2), 3)
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医療施設の耐震化が進んでいる現状が見て取れる。ま
た、2023年の調査では免震構造の有無も公表されてお
り、石川県は全国平均を上回る13.2%となっている。

参考までに2016年の熊本地震での医療施設の被害を
紹介する。10施設が入院患者を全て他施設に搬送する
病院避難に陥り、13施設で総計1,450名の患者が広域
搬送された。病院避難を選択した施設においては、外
来診療の再開には0-5週間を要し、入院診療の再開に
は2-15週間（4施設では調査した26週間時点で未再開）
を要している。病院避難の要因を表2に示す4)。表中の
Yは不安ありを、P、U、Oは耐震診断を受けた施設で
それぞれ問題あり、なし、途中を示す。半数が耐震性
に不安があったと回答している一方で、7割の施設が
配管等の破損による水損や地域の断水を主な理由とし
て挙げている。
3.2 被害

能登半島の救急告示医療機関の位置を図3に示す。
能登北部に4機関、能登中部に5機関あり、そのうち3

機関が地域災害拠点病院に指定されている。また他
に、国立病院機構の1施設が七尾市にある。特に北部
の機関は幹線道路の破損により孤立する状態にあった。
災害拠点病院はBCPを策定しているが、他の機関では
策定済み・準備中と対応が分かれ、従来の災害対応マ
ニュアルを運用していた。主な建物に免震構造を有し
ているのは、中部の2病院である。免震構造の施設で
は、外構や建物外と接続する配管などの不具合を除け
ば、構造や非構造に大きな被害が報告されておらず、
地域の医療継続性に大きく貢献している。

能登半島地震で被害を受けた耐震構造の医療施設に
ついて、報道資料やヒヤリングなどから判断した被害
レベルを表3に示す。参考までに、構造計画研究所の
QUIET+5)で公開されている最大地動加速度（PGA）と
最大地動速度（PGV）の推定値を併記する。また一例
として、K-NET観測点であるISK003（輪島）で観測さ
れた地震記録について、加速度応答スペクトルと設計
用地震力の関係、疑似加速度－変位応答スペクトル関
係を図4に示す。耐震設計の観点からは、2次設計で考
慮する地震力を超えている。ただし、表3に示す医療
施設は2 ～ 5階建てのRC造で、今回の地震で強い成分
が見られる1 ～ 2秒の周期帯より弾性固有周期はかな
り短い。

公表資料やヒヤリングで確認したなかでは、柱や梁、
耐震壁などの構造部材の被害は限定的であった。床の
傾斜や地盤沈下は軽度として考慮している。今回の地
震で確認された一般のRC造建物の被害と大きな差は
ない。中度の施設Gについては、軒を支える柱の一部

に大きな損傷が確認されている。予防という観点では、
耐震化が進められてきた効果が表れている。

非構造部材としては、天井、外壁、ガラス、間仕切
り壁、玄関アプローチ、車寄せ、棟間ジョイント、階
段室、などで被害が報告されている。中でも天井の被
害は非常に多く、廊下の天井立ち上がり部の広範囲に
渡る落下で病棟が閉鎖された事例も確認された。非構
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図3　能登北部・能登中部の救急告示医療施設
（公立羽咋病院は図の範囲外）

図4　ISK003 (輪島)観測地震動のスペクトル特性

表2　熊本地震における病院避難の要因4)

表3　調査施設への推定入力動と主な被害
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造部材の損傷は余震等でも進行するため、医療従事者
や患者に心理的不安を与える。

設備については、EV、給排水、暖房、給湯、受水
槽、高架水槽、下水、など多岐に渡る被害報告がある。
いずれの被害も病院機能への影響は大きいが、なかで
も配管破損による水損は甚大であった。また、敷地内
の地盤沈下の影響で下水系統が機能不全になった事例
では、給水支援があっても建物内で水が使えず、衛生
上の問題が長期化した。暖房機能の喪失も病棟の閉鎖
につながっている。院内では医療機器や什器が散乱し、
一部の機器が破損した報告もあるが、機能への影響に
ついては分析中であるため、報告を控える。

参考までに、石川県内の文教施設については、耐震
化率が100%であるのに対し、屋内運動場などの吊り
天井の耐震化率は93%、その他の非構造部材の耐震対
策率は57%というデータが文部科学省から公表されて
いる6)。機能の維持の観点からは非構造部材や設備の
耐震化が重要であるが、施設の自助努力には限界があ
り、政府・自治体と一体となった取り組みが望まれる。

4. 初動
4.1 被害の確認

構造上の健全性については、残念ながら資格を持つ
行政職員や建築士など建築構造の専門家が施設を点検
した事例は少ない。大規模な施設以外は建築系の職員
は雇用されておらず、過去の震災と同様に医療従事者
や事務職員が目視で確認している。能登北部は道路被
害が甚大でアクセスが難しかったこともあり、専門調
査には時間がかかっている。地域全体が甚大な被害を
受けているなか、専門業者が優先的に病院に駆けつけ
てくれる、という淡い期待は裏切られる。例外として、
病院の設計時から災害対策に力を入れていた能登中部
の私立病院では、発災直後に全国から業者が駆けつけ
て、施設内を点検しており、施設の構造を良く知る施
工業者との協定を義務付けるなどの施策も必要である。

一方で、配管などを含む施設内の設備に関しては、
平時から維持管理が必然なこともあり、維持管理に関
わる職員や請負業者が被害の把握や応急復旧に努めて
いる。機能の復旧に直接つながるため、構造被害の確
認よりも迅速な対応がなされたと考えられる。

被害の様相を迅速に把握し、施設間で共有すること
を目的として、京都大学の研究チーム（京都iMED）で
は、京都市内の病院に地震計を設置し、機能低下度を
評価するシステムの検討を続けている。建物の健全性
を評価するシステムは、テナントを多く抱える高層建
物や大規模な構造物を中心に設置が進んでいるが、維

持管理にコストと労力がかかる。医療機関では導入が
進んでおらず、ヒヤリングした能登半島の医療機関で
も地震計が設置されていた施設はなかった。普及を進
めるためには有用性を示していく必要がある。
4.2 情報収集と共有

いずれの病院でも、大規模災害を想定した備蓄があ
り、職員の安否確認・参集体制の準備はあった。また、
非常用電源への切り替え、井水を利用した給水の代替、
電子カルテシステムのバックアップ、など事前に講じ
られた対策が機能した施設も多い。

発災時は迅速な情報共有が重要であり、災害対策本
部が担う役割は大きい。一般的なBCPには、発災後速
やかに本部を設置し、1時間程度で情報収集する、と
いった記述がある。しかしながら、災害対策本部につ
いては、定められた時間内に、定められた場所で、と
いう想定どおりに機能していなかった。能登北部では、
幹部を含めて病院職員の多くが参集できておらず、ま
た多くの施設でBCPが職員に浸透していなかった。一
方で、自然と職員が集まった安全性の確保できるエレ
ベーターホールなどのオープンスペースを対策本部と
定めた事例があった。出入り口の動線確保が難しい部
屋に閉じこもるよりも情報を集めやすく、場所の変更
にも職員はスムーズに対応できたようである。

ITツール等を活かして迅速に情報収集に努めた私立
病院の経験談は大変興味深かった。介護施設や高齢者
施設を多数持つ医療法人であるが、大規模災害に備え
て、院内の情報を統合して管理するなかにBCPやBCM

（Business Continuity Management）を設計段階から組
み込んでいた7)。平時には、全職員が情報端末を有し、
情報プラットフォームを用いて、患者情報や業務情報
を共有している。災害時には、施設の損傷や応急対応、
臨時打ち合わせなどの情報を一元化して管理し、迅速
な情報共有や災害時のリソースの有効活用に役立った。
遡って対応履歴がたどれる点も優れており、予算の制
約もあるが、一層の普及が期待される。

5. 応急対応
5.1 避難民の受け入れ

発災直後の資料を見る中で驚いたのは、「地震発生
直後には避難所として近隣の方々を受け入れ、その後
は被災地の方々の治療に対応している。」との報告で
あった。今回の地震では大津波警報が発令されたため、
高台等にある病院や垂直避難を選択した住民の行動は
理解できる。調査した病院で、明確に受け入れを断っ
た施設は１つ、津波警報の解除後に速やかに避難所に
誘導した施設が１つであった。他の施設は長期に渡



26 Bulletin of JAEE No.53 October 2024

り避難者を受け入れており（ひと月以上に渡るケース
も）、病院ロビーや廊下などのスペースなどを提供し
ている。

現地調査で医療関係者の話に触れると、地域密着型
の医療において、電気・水・暖房などが優先的に確保
される病院に避難してきた被災者の受け入れを拒むこ
とは難しい現実が見えてくる。一方で、3日間程度の
籠城を念頭に備蓄を考える現行BCPにおいて、多数の
近隣住民の受け入れを想定することは困難である。来
る南海トラフ地震では、より広範囲で半島部や沿岸部
で地震と津波への対応が迫られるなか、災害超急性期
から急性期に病院が置かれる状況を見直す必要がある。
5.2 応急復旧

能登半島地震では、不同沈下や建物敷地内の地盤
沈下が多数報告されている。病院施設も例外ではな
く、建物の周辺地盤の沈下により、外構や地下埋設の
タンク、下水配管、車寄せ、アプローチなどが損傷し
た。給水復旧後も敷地内の下水管の被害で、建物内で
水が使用できない状況が続いた。災害対策マニュアル
やBCPに基づけば、給水支援を受けることで院内の設
備の復旧を見込んでいるが、液状化の危険性が高い立
地では、一部にフレキシブル配管を利用した耐震性の
高い系統の確保や代替系統の想定など、断水の長期化
を防ぐ対策が求められる。また、車寄せやアプローチ
の被害は、緊急車両の運用や患者の搬送に支障をきた
すために優先して復旧されていた。

複数の建物区画を有する施設で区画間の損傷度が異
なる場合には、損傷の大きい病棟から損傷の小さい病
棟に患者を移送し、応急復旧に努めている。応急復旧
に専念する環境を整備してリソースを集中させること
が復旧期間の短縮につながったとの談話もあった。
5.3 移設と搬送

過疎化が進む能登北部では以前から医療体制の脆弱
性が認識されており、ICUや産科といった高度な医療
設備や常駐医師が必要となる診療科は、能登中部以南
の医療施設に移管されている。手術室の復旧見込みが
立たなくなった施設では、緊急手術が必要な患者は金
沢市付近の医療施設に搬送されたが、平時から患者搬
送に関する連携は存在していた。産科については、被
災した耐震建物にあった産科を免震建物のリハビリ室
に移設して臨時病棟を開設した施設もあった。

DMATは、医師、看護師、業務調整員で構成され、
大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、
急性期（おおむね48時間以内）から活動できる機動性
を持った、専門的な訓練を受けた医療チームである。
なお、災害の規模に応じて、DMATの活動が長期間（1

週間など）に及ぶ場合には、追加派遣で対応する8)。京
大DMATの活動例でも1か月以上の活動を余儀なくさ
れている。隊員の多くは金沢市内の病院施設で能登北
部の医療機関や避難所から搬送された患者の対応に当
たった。想定される期間を大幅に超えており、基幹施
設の機能が低下した場合の負荷は非常に大きい。

6. まとめ
公表資料や調査結果を用いて、医療施設の「予防・

初動・応急段階」を考察した。各段階で課題と有効な
施策があり、将来の地震災害に対して脆弱性を低減す
る方策を検討する際の参考となれば幸いである。
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1. はじめに
2024年1月1日16時10分頃に発生した「令和6年（2024

年）能登半島地震」では、水道施設の被災等により、6

県38水道事業体において、最大約13.6万戸の断水被害
が生じた1)。特に、能登地方6市町においては、配水管
のみならず、取水場、浄水場、配水池や導水管、送水
管という上水道システムの上流部分に甚大な被害が生
じ、壊滅的な機能喪失、長期的な断水となった。日本
水道協会では、1月3日に先遣調査隊を富山県支部に派
遣した後、中部地方支部、関西地方支部、関東地方支
部が分担し、他の地方支部と連携し、応急給水、応急
復旧に係る支援を実施してきている2)。全国の水道事
業体から、応急給水車最大92台、復旧作業者最大626

人が支援活動を行っている。本稿では、応急給水拠点、
復旧状況の地図化と情報共有の取り組みを報告すると
ともに、能登半島地震での課題について論ずる。

2. 令和6年能登半島地震での応急給水拠点マップと復
旧状況マップの共有
災害時の組織間での情報共有の仕組みとして、

SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）が構築さ
れており、内閣府・防災科学技術研究所のISUT（災害
情報集約支援チーム）による現地支援や防災クロス
ビューでのWebsite公開など、災害時の活用が進めら
れてきている3)。また、現在、さまざまな水道事業体で
は、応急給水拠点の情報をオープンデータとして整
備し、情報提供している。令和6年能登半島地震では、
応急給水拠点、復旧状況の地図化、ならびにシェープ
ファイル、地図アプリケーションによる情報共有の取
り組みがなされた。
2.1　応急給水拠点マップ

応急給水拠点については、2024年1月4日以降、各
市町のWebsiteで情報発信されている。しかしながら、
応急給水拠点に係る情報様式は各市町により異なり、
応急給水拠点の名称についても、給水所、臨時給水所、
応急給水、給水タンク、給水支援、仮設給水栓、給水
栓、生活用水配布等と用語の統一がなされていない。

筆者らは、石川県金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、
羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志
水町、中能登町、穴水町、能登町、富山県高岡市、氷

見市、小矢部市のWebsiteにより情報発信された応急
給水拠点情報について、応急給水拠点一覧データを作
成し、2024年1月4日以降、毎日情報収集を行うものと
した。応急給水拠点の住所に対して、ジオコーディン
グにより、緯度経度を付与し、応急給水拠点マップを
作成し、日々更新した。地図アプリケーションでは、
応急給水拠点の開設、閉鎖の開設状況を含めた日々
の情報と、その日に開設している応急給水拠点を区分
別に表示するレイヤーとした。図1に地図アプリケー
ションによる応急給水拠点マップを示す。応急給水拠
点マップについて、共有URLならびにシェープファイ
ルを厚生労働省、国土交通省、日本水道協会、防災科
学技術研究所、支援水道事業体等と共有するものとし
た。

2.2　復旧状況マップ
復旧状況マップでは、各市町のWebsiteにより情報

発信された復旧状況を地図による可視化を行った。被
災水道事業体は、断水及び復旧状況の情報発信を行っ
ていたが、国土地理院による地理院地図上に通水区
域を示しているもの、地区別の復旧状況をHTMLテー
ブルで示しているもの、PDFによる復旧状況報告、行
政区別の復旧状況を発進しているものなど、さまざま
な様式で情報発信がなされていた4)。また、地区単位、
給水区域単位、町丁目単位などさまざまであった。そ
のため、ここでは、人口、世帯数を把握することが容
易であることを考慮し、統計地理情報システムの境界
データのひとつである2020年国勢調査の小地域（町丁・
字等）（JDG2011）を用いて集計するものとした。

ライフラインの復旧と課題

平山　修久
●名古屋大学減災連携研究センター 准教授

図1　令和6年能登半島地震での応急給水拠点マップ
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2024年1月2日 以 降、 日 々 の 小 地 域 別 の 復 旧 状 況
をExcel上 で 取 り 纏 め、CSVフ ァ イ ル に 書 き 出 し、
QGIS3.28上で復旧状況マップを作成した。なお、珠洲
市等奥能登4市町では、浄水場、導水管、送水管の復
旧状況についての情報発信はなされていたものの、1

月20日までは区域別の復旧状況について、Website上
で全域断水となっていた。また、珠洲市、穴水町につ
いては、Website上での復旧状況の情報発信が地区別
のみなど、Website上からの小地域でのデータ収集が
困難であったことから、支援水道事業体の後方支援班
にクラウドシステムによる復旧状況の共有を依頼した。
その上で、日々の復旧状況マップを、シェープファイ
ル、画像データに書き出し、応急給水拠点マップと同
様に、国土交通省、日本水道協会、国立保健医療科学
院、支援水道事業体、防災科学技術研究所等研究機関
と日々共有した。図2に上水道の復旧状況マップ（抜
粋）を示す。

3. 令和6年能登半島地震での課題
3.1　能登半島における長期間断水

水道の応急復旧については、発災から152日目、5月
31日に、珠洲市742戸、輪島市312戸の早期復旧困難地
域を除き、被災地域における断水が解消された5)。図3

に復旧状況マップより算出した市町別の災害レジリエ
ンス曲線（復旧曲線）を示す。これより、奥能登の輪
島市、珠洲市、能登町、穴水町では、全域断水から回
復開始までに1 ヶ月程度要していることがわかる。水
道管路の応急復旧作業においては、被災した範囲に対
して試験通水を行い、被害箇所を特定したうえで、復
旧作業を行う。すなわち、水道管路の復旧作業には水
が必要となる。令和6年能登半島地震では、水源の取
水場から配水池の水道システムの上流部分が大きく被
災したことから、管路復旧作業を実施するための水の
確保が困難であったため、1 ヶ月程度断水が解消され
ていない。耐震化率が20%以上の内灘町、穴水町にお

いては、災害レジリエンス曲線の傾きが大きく、回復
力が大きいことがわかる。しかしながら、耐震化率が
大きくない市町においては、傾きが小さく、回復力の
確保が困難であったといえる。

1995年阪神・淡路大震災、2016年熊本地震、2024年
能登半島地震の水道の断水率推移を図4に示す。1995

年阪神・淡路大震災、2016年熊本地震では、配水池や
導水・送水管路に被害が生じたものの、軽微な被害で
あったことから、壊滅的な機能喪失には至らなかった。
したがって、阪神・淡路大震災では60日、熊本地震で
は15日までに、確実に断水解消が進展し、断水率が確
実に減少している。一方、2024年能登半島地震では断
水の解消がなかなか進捗していない。能登地域の水道
事業体の浄水場、配水池、導水・送水管路の耐震化率
を図5に示す。これより、多くの市町では重要な上流

図5　能登地域の水道重要施設の耐震化状況
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図2　令和6年能登半島地震の水道復旧状況マップ

図3　市町別の水道の災害レジリエンス曲線

図4　近年の地震災害での水道の断水率推移
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Bulletin of JAEE No.53 October 2024 29

部分の耐震対策が十分できていたとはいえない。した
がって、南海トラフ地震等の地震リスクに対しては、
浄水場、配水池、導水・送水管路といった水道システ
ムの上流部分の耐震化を確実に推進していくことが、
長期間の断水を回避するためには必要である。
3.2　管路の耐震化

令和6年能登半島地震では、既往の地震災害と同様
に、配水管路にも甚大な被害が生じた。図6に近年の
地震災害での管路被害率を示す1)。これによると、30

年前の1995年阪神・淡路大震災での兵庫県芦屋市や
西宮市の被害率以上となっている。2004年、2008年、
2011年、2016年と管路被害率が減少しているのは、全
国の水道事業体が耐震化を推進してきた結果である。
令和6年能登半島地震では、地震ハザードが大きいこ
ともあるが、すべての管路に対する耐震化率は、輪島
市で8.1%、珠洲市19.6%、能登町13.6%、穴水町22.8%

であり、水道管路の耐震化を十分に推進することがで
きていたとは必ずしもいえない。全国の水道事業体
における管路の耐震化管率は、2022年度時点で19.8%、
基幹管路の耐震化管率は28.2%となっている6)。した
がって、今後は重要な施設・管路の耐震化・更新を加
速することが必要である。

耐震管率という数字のみならず、水道システムとし
ての耐震性能による評価も求められる。耐震管率とい
う数字のみを追い求めれば、管網の末端にある小口径
の管路を優先的に耐震管路に更新すれば、耐震化の管
路延長を増すことができ、耐震管率を上昇することが
できる。しかしながら、耐震管率のみでは、災害拠点
病院等の防災拠点や応急復旧に重要な管路の耐震化の
効果については不明である。すなわち、ライン（線）と
しての管路耐震化を推進するとともに、その進捗につ
いて評価することが必要である。

国土強靭化施策の評価で、進捗管理のための定量的
な指標、重要業務指標（KPI）において、上水道等の長

期間にわたる供給停止に関連して、上水道の基幹管
路の耐震適合率がある7)。図7に石川県における基幹管
路の耐震適合率と水道管路耐震化率を示す。耐震管
は、レベル2地震動において、管路の破損や継手の離脱
などの被害が軽微な管、液状化等による地盤変状に対
しても、上記と同等の耐震性能を有する管と定義され
る。また、耐震適合性がある管とは、レベル2地震動に
おいて、地盤によっては管路の破損や継手の離脱等
の被害が軽微な管と定義されている。すなわち、耐
震適合管は、NS形継手等のダクタイル鋳鉄管の離脱
防止、鋼管の溶接継手など耐震継手の構造を有した管
路、さらに、継手と地盤条件の関係から地震による被
害を受けないと考えられる管路と各事業体の判断を加
えた管路である。しかしながら、奥能登地域において
は、基幹管路の耐震適合率が、輪島市52.6%、珠洲市
36.2%、能登町37.7％、穴水町31.7%であった。すなわ
ち、地震ハザードが大きければ、耐震適合性を有する
管路であっても被害が生じ、長期断水となりうるので
ある。したがって、水道管路の耐震性評価においては、
耐震適合率はハザードの大きさに依存するものである
ことから参考値としつつ、水道管路耐震化率を用いる
ことが必要と考える。

3.3　対応リソースの不足
令和6年能登半島地震では、奥能登地域で甚大な被

害が生じ、かつ、国道249号、のと里山海道の道路が被
災したことで、被災地域へのアクセスが困難となり、
上水道に係る応急給水や応急復旧の災害対応リソース
の確保が困難となった。

給水車については、能登地域6市町で行政区域人口
124,770人、52,083世帯に対して、水道事業体が保有し
ているのは2台のみであった。全国の水道事業体から
の最大92台の応急給水車派遣支援により、当初は給水
車1台当たり6.2万人だったところが、断水人口で1台
当たり1,074人の割合で応急給水対応を実施した。南
海トラフ地震での最大断水人口は29都府県707市町村

図6　近年の地震災害での水道管路被害率

図7　石川県の基幹管路耐震適合率と水道管路耐震化率
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で3,400万人と想定されている。したがって、1台当た
り1,074人の対応をする場合は、給水車は31,657台が必
要となる。しかしながら、全国の水道事業体の保有す
る給水車数は1,330台のみであることから、水道事業
体による応急給水対応には限界があり、市民による水
の備蓄を生活習慣として実施していくことが必要不可
欠である。

図8に水道事業体の技術職員一人当たりの管路延長
を示す。これより、石川県では、金沢市は32.3km/人
となっているが、それ以外の市町では約100km/人であ
ることがわかる。例えば、珠洲市では、地震後の管路
の被害把握等について、技術職員一人が74.4km担当し
なければならない。水道事業体の技術職員が圧倒的に
不足している。能登地域6市町では、支援水道事業体
から応急復旧支援として最大69班、278人が応急復旧
活動に従事した。すなわち、技術職員一人当たり管路
延長110.1km/人から8.0km/人として応急復旧活動を実
施した。南海トラフ地震防災対策推進地域では、587

水道事業体、361,129kmの管路延長となっている。し
たがって、水道技術職員が45,141人必要となる。全国
の水道事業体の技術職員数は23,166人であることから、
南海トラフ地震での水道の応急復旧にはリソースが不
足しているといえる。

3.4　上下水道一体での地震対策
今回の令和6年能登半島地震では、上下水道一体で

機能確保するため、水道の復旧状況や被災自治体の
ニーズを把握した上で、下水道管内の閉塞物の除去
や仮配管の設置等の応急復旧等を優先して実施した。
2024年4月に水道行政が厚生労働省から国土交通省、
環境省に所管省庁が移管されたことから、応急給水拠
点、復旧状況、災害対応リソースについて地図による
可視化、情報作戦、情報共有のための災害時の情報戦
略機能の確保、用語の統一や、応急復旧対応の標準化
により、迅速な復旧のための体制構築に取り組むこと

が必要である。重要な施設や防災拠点に接続している
上下水道システムなど長期的に影響を及ぼす恐れのあ
る上下水道システムの急所となる施設の地震対策を重
点的に推進していくことが必要である。そして、平時
から上下水道部局や防災部局等と連携するとともに、
上下水道分野における人材の確保や育成が必要不可欠
である。

4. おわりに
令和6年能登半島地震では、上下水道システムにお

ける耐震化技術が被害軽減に貢献していることが明ら
かになっている。今後は、耐震技術、浄水技術、ICT

技術などの上下水道文明の発展とともに、上下水道を
支える文化を醸成していくことが必要である。
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図8　石川県の水道技術職員一人当たり管路延長
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1. はじめに
令和6年能登半島地震では、災害ボランティアに対

して活動の自粛を求めるメッセージが石川県から発信
された。このような災害ボランティアに対するある種
の統制は、これまでの災害でもみられていた1)が、能登
半島地震ではその傾向が強まったと思われる。また、
SNS上を中心に、災害ボランティアに対する自粛論も
発信された。ボランティア自粛論の中身は大まかに分
けて（1）道路の被害が大きく交通渋滞を引き起こすた
め自粛すべき、（2）緊急期にボランティアは役に立た
ない、（3）救援活動をおこなう消防や自衛隊の邪魔に
なる、（4）ボランティアの受け入れ体制が整っていな
いため行くべきではないという4つに類型できるだろ
う。

また、「一般ボランティア」と「専門ボランティア」
が分けられ、分断が進んだというのも能登半島地震の
特徴であると考えられる。石川県では、災害ボラン
ティアに対しての自粛は求めつつも、災害支援をお
こなうNPOに対してまでも自粛を求めるということは
しなかった。2024年2月14日の知事記者会見では、多
くの災害NPOが活動をおこなっているということに対
して感謝の言葉が並んでいる。つまり、石川県として
は災害ボランティアとして活動する「一般ボランティ
ア」と専門的な支援をおこなう「専門ボランティア」を
分けて考えているということである2)。両者の定義に
ついては、詳しく記載されていないが、資料から読
み取ると、いわゆる災害ボランティアセンターに登録
して活動するボランティアが「一般ボランティア」で
あり、災害支援をおこなうNPO団体等が「専門ボラン
ティア」であると考えられる。「一般ボランティア」の
受け入れは慎重にすべきだが、「専門ボランティア」
は積極的に受け入れていこうという議論は、すでにコ
ロナ禍であった2020年ごろからなされており、実際
にマニュアル化されているものもある3)。このように、
「一般ボランティア」と「専門ボランティア」が切り分
けられ、「一般ボランティア」の活動が制限されたの
が能登半島地震であった。

2. 実施したフィールドワーク
筆者は、災害支援団体の職員も兼務しており、団体

としては1月2日から被災地での支援活動を開始した。
筆者自身も1月11日から断続的に被災地に入り支援活
動をおこなっている。8月30日までに、被災地で活動
した日数はのべ100日間である。

支援活動は主に石川県七尾市中島町を中心におこ
なっている。中島町小牧地区に団体としての拠点を構
えながら、七尾市だけでなく輪島市や珠洲市、穴水町、
志賀町などにも支援をおこなっていた。主に被災家屋
の片付け、災害ゴミの搬出、支援物資の配布、災害に
関する制度・法律の相談会、避難所や仮設住宅でのサ
ロン活動、足湯ボランティア（写真1）などを実施した。

3. 現地でおこなわれていたボランティア活動
被災地に目を向けると、多くの人たちが被災地のた

めに活動をおこなっていた。筆者が支援活動をおこ
なった避難所では、地元レストランのシェフが毎日の
食事を作っていた。また、別の避難所では避難してい
る女性たち数名が毎日の食事当番を受け持っていた。
筆者が支援に入った地域の町内会では、迅速にボラン
ティアのお手伝いが必要であるかどうかを地区内で聞
き取りに回ると共に、地区内で罹災証明書の一括申請
をおこなったり、災害ゴミ搬出ができない人のための
地区内仮置き場を設置したりするなど、多くの活動を
おこなっていた。このように、被災した地域の方々
自らの活動が、被災地を支えていた。これらの活動は、
地域住民の自発的な活動ではあるものの、内容をみれ

令和6年能登半島地震でのボランティア活動

頼政　良太
●関西学院大学人間福祉学部　助教

写真1　足湯ボランティアの様子（1月、七尾市にて）
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ばボランティア活動と考えてもよいものばかりである。
さらに、外部からやってきた支援団体も重要な役割

を果たしていた。例えば、珠洲市では瓦礫で埋まった
道路を通行可能にする道路啓開の活動をボランティア
団体がおこなっていた。残念ながら、警察や消防の重
機はほとんど活用されなかった4)ため、被災地に物資
を運ぶための重要な道路の瓦礫を片付け道を開くとい
う役割はボランティア団体が担っていた。他にも、避
難所で炊き出しをおこなう支援団体や、在宅にいる被
災者向けに支援物資を配布する団体などが被災地の
人々を支えていた。こうした活動をおこなったボラ
ンティア団体は「専門ボランティア」に分類されるが、
必ずしも「専門ボランティア」だけが必要とされてい
たわけではない。例えば、炊き出しをおこなっていた
団体の中には、普段重機を使って瓦礫の片付けをおこ
なう団体も含まれていた。被災地では、食事も提供さ
れていない避難所が多くあったため、本来の専門性で
ある瓦礫撤去の活動ではなく、炊き出しの活動をせざ
るを得なかったのである。そのため、瓦礫の片付けを
おこなうことが出来なくなり、被災地の片付けは遅れ
てしまうことになった。また、筆者の所属団体でも、
物資の配布等は普段であればボランティアと一緒に協
力してできるのだが、今回は団体のスタッフとわずか
なボランティアだけになってしまったために、通常の
災害時よりもできる活動が限定的になってしまった。
このように、「一般ボランティア」の制限によって「専
門ボランティア」の活動も停滞してしまったのである。

したがって、ボランティア団体でも独自に個人ボラ
ンティアを集める動きをしている団体も少なくない。
例えば、七尾市に拠点を設けている支援団体には、の
べ5,000人以上のボランティアが参加している5)。しか
し、ボランティア団体独自の募集だけでは被災地全体
をカバーすることはできない。

つまり、「専門ボランティア」だけでなく、ボランティ
ア団体に集まってきた「一般ボランティア」による活
動が被災地を支えるためには重要であると言える。さ
らに、地域にいる人々による支え合いの活動が何より
も被災地を支えていた。

4. 支援が届かない被災者を支えたボランティア
七尾市では、1月16日から支援物資の配布は水のみ6)

となっており、避難所には物資があるものの、在宅被
災者にはその他の支援物資が届いていない状況だった。
そこで、筆者の所属団体では、2月から物資の配布を
おこなうこととなった。私たちが拠点としている建物
に支援物資を取りに来てもらうという形で物資を配布

し、3月末時点でのべ4,000人以上の方に利用していた
だいている。配布していた物資は、水や食料品に加え、
ドライシャンプー、下着類、防寒具、粉ミルク、離乳
食、ペットフードなど多岐にわたる。これらの物資の
調達の大部分は、緊急災害対応アライアンス「SEMA」
を活用させていただいた。「SEMA」とは民間企業と市
民団体（CSO）が連携し、日本国内において災害支援
を行うための仕組みであり、現在100社以上の企業と6

つの市民団体（CSO）が加盟している。「SEMA」を通じ
て企業52社・CSO6団体の協力により、石川県能登地
方の支援拠点へ生活用品148,497個、衛生用品49,969個、
食品50,884食、衣類47,363着、飲料19,940本ほか化粧品
やポータブル電源など合計339,408点の支援物資が届
けられた7）。これらの物資はすべて行政ではなくボラ
ンティア団体が配布したものである。筆者の支援団体
で物資を受け取りに来ていただいた方にアンケートを
とったところ、3月はじめの段階で、自宅で暮らして
いる方の50%以上が自炊できない環境である8)にも関
わらず、行政からの支援物資が飲料水のみという状況
が続いていた。つまり、在宅被災者の方には、ほとん
ど支援が届いていないという状況だったのである。

珠洲市や輪島市では、自主避難所が多く開設され、
その多くで支援物資が足りていない状況が続いていた。
筆者の支援団体では、「やさしや足湯隊」というチー
ムを結成し、そうした自主避難所での足湯ボランティ
アを実施したほか、支援物資の提供もおこなった。珠
洲市の自主避難所の中には、2024年8月に入ってもま
だ断水が続いている場所があり、いまだに水の支援が
欠かせない。水が出ないとなると、自炊のハードルも
高く、食料品の支援も必要である。こうした自主避難
所は各地にかなり点在しており、全体像の把握は困難
である。そのため、支援が抜けている場所が多かった。
それらの自主避難所をとにかく車で走り回りながら、
一軒一軒発見しては声をかけ、足湯をしたり物資を配
布したりしてきた。

また、筆者が2月に訪問した避難所では、2月からボ
ランティア団体等による炊き出しも断り、支援物資の
アルファ米などで食事を対応していた。筆者は支援物
資としての食料品などが必要なのではないかと尋ねた
が、訪問先の避難所運営に携わっていた学校の先生か
らは、アルファ米などがあるので支援は十分に届いて
いるという返答であった。このように、行政からの被
災者支援は遅れていたり、正確に被災地のニーズを捉
えられていなかったりしていた。地方自治体の職員が
減少し、職員自身も被災していることが大きな要因の
一つだと考えられるが、こうした行政の縮小による支
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援の遅れやニーズ把握の不足によって、隙間に陥り支
援が届かない被災者が生まれている。こうした隙間に
陥った被災者を支えていたのが、地域の方々や民間の
ボランティア団体、そして、独自に支援に入ったボラ
ンティアたちであった。

5. ボランティアの価値を再考する
ここまで見てきたように、ボランティアは被災地で

役立たないということはなく、むしろ被災者を支える
非常に重要な役割を担っていると言える。そもそも災
害ボランティアを「役に立つか立たないか」という基
準で切り分けるということにも注意が必要ではないだ
ろうか。筆者が取り組む足湯ボランティアやサロン活
動は、確かに被災者の家の再建や瓦礫の撤去には役に
立たない。しかし、被災者からはさまざまな声が届い
ている。例えば、「どうしたら良いかわからず不安で
す」「時間があってもやる気が起きない」「洗濯や入
浴に費用がかかりすぎて先が不安」「能登半島のこと
が忘れられてきているのではないか」という被災者の
声もある。ボランティアは、こうした被災者と向き合
い、必死にこのような声に対応しようとする。そして、
応答しようとしたボランティアと出会ったことによっ
て、被災者は「申請の相談など色々とありがとうござ
いました。気持ちが楽になりました」「いつもこちら
に来てホッとしています」「こんな遠いところをあり
がとう」という声に象徴されるように一時の安心を得
て帰っていくのである。

こうした被災者とボランティアとの応答や出会い
自体に価値があるのであって、ボランティアは「役に
立つ」から重宝されるわけではない。被災者とボラン
ティアとが相互に交流し合うことで、被災者自身が変
わっていき前向きに進む力を自ら取り戻していくこと
に意味があるのである。ボランティアは役に立たない
という論は、このようなボランティアの価値を全く無
視していると言えるだろう。

ボランティア元年といわれた阪神・淡路大震災から
30年が過ぎようとしている。当時の社会を変革した災
害ボランティアは、今では単なる労働力のように捉え
られてしまっているのではないか。ボランティアの価
値を再び見つめ直し、災害ボランティアのあり方を問
い直す時期に来ている。
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1. はじめに
今年発生した能登半島地震への対応について、執筆

者は石川県としての災害対応業務の支援を継続的に行
なった。その経験から、行政組織における縦及び横の
蛸壺型の組織対応による災害対応の実施による課題が
改めて浮き彫りとなった。一般的には事務分掌主義的な
業務体制を批判する意味合いで縦割り行政や蛸壺型組
織という用語が用いられることが多いが、今回の事例で
いえば縦だけではない形での業務体制や構造があった。
そこで本稿では、英語での蛸壺型もしくは縦割りの組織
体制を意味するSiloizationからとって「サイロ」という表現
を用いることにする1)、2)。具体的には、1)縦のサイロにより
「被災者支援」「要配慮者支援」がより一層困難化した
こと、2) 横のサイロにより災害対応業務の迅速性・柔軟
性が阻害されたことである。ここでの「縦のサイロ」とは
県庁組織内における部局間での縦割りを意味し、県庁
組織内の事務分掌主義的な業務体制のことである。「横
のサイロ」とは県庁・基礎自治体間の縦割りを意味し、県・
市町間の事務分掌主義的業務体制や、行政組織と民間
組織の連携体制のことである。

2. 縦のサイロによる「被災者支援」「要配慮者支援」の
困難化
まずは、1点目の縦のサイロによる「被災者支援」「要

配慮者支援」のより一層の困難化についてである。被災
者支援と一言で言っても、その内容は多岐にわたる。そ
れらは、到底行政の一部署で担えるものではない。また、
より一層困難な状況に置かれるのが、高齢者や障害者、
外国人といった災害時要配慮者と呼ばれる方たちであり、
彼らに対する支援はさらにそのバリエーションが幅広くな
る上、彼らへの対応には専門的な知識や技能、情報が
要求される場合が多い。つまり、災害対応業務において
は、被災地の全体状況を俯瞰的に把握し対応する支援
の数量的な管理だけでなく、避難所、被災者の状況に
合わせた支援の質的な管理も重要となる。その両方を限
られた資源を効果的・効率的に用いてスピーディーに実施
しなくてはならないが、それを成し得ようとした場合、行
政の部署間での連携・協働が必須となる。石川県におけ
る強固な縦のサイロは、災害時によく発生する、どこの部
署の所管にすべきかわからない業務や、複数の部署の

共同実施が必要な業務に対して、非常に高いハードルと
なった。

災害対応における困りごとの具体例を一部取り上げる。
今回の能登半島地震の大きな特徴の一つが、孤立集落
の発生やライフラインの長期的な不通に伴う「広域避難」
である。これまで日本の被災地で発生した広域避難は、
避難者の自主的な判断によるものと、市町村の主導によ
るもの、国レベルでの対応の大きく3種類がある。多くの
広域避難の事例は被災者による自主的な行動として行わ
れてきたものである。また、市町村が主導したものの一
例として山古志村などは、集団で避難し、避難生活を
送る形で実施された。そのため、日本全国各地に被災
者が散らばった例は、阪神・淡路大震災（1995年）、三宅
島噴火（2000年）、東日本大震災（2011年）の3例であり（田
並(2013)3)）、今回の能登半島地震が4例目となる。中で
も、発災後短時間で緊急的に広域避難が開始されたの
は、東日本大震災の福島県の事例と、今回の能登半島
地震で2例目になる。さらに、今回の広域避難は、福島
の時のような強制的に域内全員避難ではなく、孤立集落
解消のための集団避難、医療施設や福祉施設の機能不
全による施設間移動、一次避難所の環境改善のための
広域避難の促進と、多様かつ複雑な形での広域避難で
あった。その際に金沢市内に立ち上がったのが1.5次避
難所である。東日本大震災の際の宮城県で行われた短
期の二次避難としての1.5次避難とは違い（紅谷 (2013)4)）、
一次避難所から二次避難所に移る前のスクリーニングお
よび待機場所としての避難所であった。このように今回
の大規模な広域避難のオペレーションは、事前の計画等
もなく、その場対応で行われたオペレーションで、避難
者の移動に伴う情報の断絶が発生し、被災地からでた
後の行き先が追えないという状況になった。このことは、
様々な災害対応業務において、課題の発端となった。

災害時により支援が必要となる要配慮者と呼ばれる方
たちは、一般の避難所での避難生活が難しい場合が多
い。そのため、例え床上浸水した家や応急危険度判定
で危険と判定された家であっても、自宅で避難生活を送
ることを選択する場合が多い。そういった要配慮者を確
実に拾い上げ、必要な支援へとつなぐために、「被災高
齢者等把握事業」が実施された。この事業は、要配慮
者の安否や生存状況を確認し、素早く支援につなげるこ

令和6年能登半島地震における被災者支援から見える
行政の業務体制の在り方についての一考
松川　杏寧
●兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 准教授
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とを目的として実施されてきた。今回は、石川県庁で事
業実施の全体調整を行っていた。この事業を実施するこ
との重要性は、この事業を通じて被災地が抱える要配慮
者の状況を把握し、その後の復旧・復興政策につなげる
ためである。

この事業を実施するには、要配慮者世帯の住所等の
個人情報を整理し、個別訪問するだけの人手を確保する
必要がある。そのため行政職員だけでは実施が難しい。
日本ケアマネジャー協会や日本相談支援専門員協会等、
全国規模の福祉専門職の団体からの応援人員の派遣や、
個別訪問の実施が可能なレベルに教育された専門職ボラ
ンティアを抱えている団体等、複数の機関・団体と連携
協力する必要がある。普段個人情報を取り扱わない県庁
が、被災市町村から要配慮者の個人情報を収集し、それ
を外部機関と共有して作業を進める必要がある。また外
部機関に対しても、高齢者に関することは長寿介護課が、
障害者に関することは障害保健福祉課と、担当部署が
違う。この事業は安否確認や健康状態の確認、生活支
援のニーズ確認等、なるべくスムーズな実行が必要な事
業であったが、こういった複数の部署または外部機関と
の連携協力になれていない石川県では、この事業の実施
の準備に非常に多くの労力と時間を割く必要があった。

この事業で得た要配慮者の情報は、仮設住宅への移
動やその後の生活再建の相談支援事業を行う際の基礎
情報になる。避難所を解消するには、避難者の次の行
き先を提供する必要があり、多くの場合それは仮設住宅
になる。在宅避難者も同じで、家を修理するか解体して
引っ越すかはさておき、住める住環境を整備するために
仮設住宅に入居する必要のある場合も多い。避難所や
在宅避難の要配慮者が仮設住宅にスムーズに移るために
は、合理的配慮がなされた要配慮者でも生活可能な仮
設住宅を供給する必要がある。そういった情報は避難
所支援チームや被災高齢者等把握事業で収集すること
になる。それらの情報を受けて、仮設住宅を担当する部
署が必要個数を把握し、準備するのが一般的な方法で
ある。熊本地震の際は、熊本市の福祉部署と住宅部署が、
それぞれが持っている要配慮者情報と借り上げ型仮設
住宅に使える住宅情報を持ち寄り、入居先のマッチング
を行っていた。筆者が活動していた当時の石川県庁にお
いて、こういった部署間をまたいだ調整は、密に行える状
況ではなかった。同じ庁内での事業にも関わらず、進捗
状態を報道で知るといったことも多かったことから、情
報共有も困難な状態だった部分もあったことが伺える。

3. 横のサイロによる災害対応業務の迅速性・柔軟性の
阻害
横のサイロとは、石川県と石川県内の市町村の間に長

年の業務構造によって築かれた、強固な業務分担意識
である。石川県では、数十年に渡って、県の行政業務と
基礎自治体の業務に明確な分担の線を引き、お互いの業
務範囲に踏み込まないという業務スタイルで業務を行っ
てきた。具体的な業務内容や手続きが確定している平
常業務であれば、こういった考え方はお互いに煩わしいこ
とが少なく、スムーズな業務遂行が可能だと言える。しか
し、利用可能な資源が制限される中で、平時には考えら
れないような、どこが所管するか決まっていない課題が同
時多発的に発生する災害対応では、こういった業務体制
ではスムーズな業務遂行が難しくなる。そもそも、住民
一人一人への行政サービスを提供しているのは基礎自治
体であり、都道府県は各基礎自治体の行政業務の方針
決定や管理、支援を行うという構造になっている。この
考え方を災害対応時にそのまま持ち込むと、被災者支援
業務は全て基礎自治体の仕事となり、都道府県として行
うべき災害対応業務は、県管理の道路や水道、河川の
復旧といった土木事業や、基礎自治体と国の間に入って
行う事務業務のみになってしまう。被災規模にもよるが、
多くの災害と呼ばれる事象は、行政も被災し、公的サー
ビスの提供が難しいほど社会が変化してしまった状況の
ことを呼ぶ。つまり、基礎自治体に平時ほどの業務遂行
能力がない中で、平常時の倍近い業務を求めることにな
る。それをそのまま放置すれば、結局は被災者支援が
滞り、災害関連死の増加や、復旧・復興の遅れ、地方
経済の衰退、ひいては自治体そのものの衰退につながる。
こういった最悪の状況を避けるためには、都道府県が被
災した基礎自治体がなるべくスムーズに災害対応業務を
実施できるよう、主体的かつ前のめりで基礎自治体支援
を行う必要がある。しかし、石川県では、これまでの行
政組織としてのあり方から構築された強固な横のサイロ
によって、主体的かつ前のめりな基礎自治体支援には至
らなかった。結果、被災者への支援に遅れや不足、格
差が生じた部分があることは否めない。

具体例としては、災害救助法の活用に関する業務がわ
かりやすい。災害救助法は、避難状態の被災者への支
援とすまいを失った被災者へのすまいの支援を行うため
の資金を、国及び都道府県で負担することを定めた法律
である。実際にどういった支援を行うのかは基礎自治体
が決めて実施し、都道府県は国との調整や事務手続き
を担う。つまり、国や都道府県がお金を出すから、基礎
自治体はお金の心配なく被災者支援を実施するように促
すための法律である。
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すべての災害対応業務に言えることであるが、2年から
3年で部署が変わる行政内部において、各種災害対応業
務に関する知識やノウハウは蓄積されにくい。災害救助
法がどういう法律で、どう使うのか、どこまでの費用を国
や都道府県が見てくれるのかといった具体的な知識を担
当職員がどれくらい持っているかは、時の運による。そ
のため、都道府県や国からの、災害救助法活用のため
の支援は必須である。しかし石川県は、災害救助法事
務について困って相談を持ちかけてきた被災市町に対し
て、具体的な支援を行わなかった。このことが後に、災
害救助法の活用と被災者支援の充実度合いの被災基礎
自治体間格差を生み出した。ある時点でそれを県が認識
し、支援に乗り出そうとしたが、基礎自治体の災害救助
法事務担当からの信頼が消失してしまっていたため、結
局、介入はおろか訪問すら断られる事態となった。

被災者の救助や支援の業務は、災害救助法に基づいて
実施されるもので、行政の災害対応業務の難しさは、その
範囲や質が自治体の判断にゆだねられている点にある。そ
のため、その時その業務の担当者がどれだけの災害対応の
知識や経験を持っているか、組織としてどれだけ被災者に
寄り添う形での業務遂行をめざしているのかによって、被
災者が受ける行政サービスに大きな差が生まれる。平常時
も自治体ごとに行政サービスに差が生じている部分はある
が、その差が非常に大きくなりうるのが災害対応業務の特
徴であると言える。被災した基礎自治体間での被災者支
援の内容にあまり大きな差が生まれないよう、都道府県は
支援や調整を行う必要があるが、今回の災害対応ではそ
ういった調整機能を県が果たすことは難しい状態であった。

4. おわりに
報道等で指摘されていたことでもあるが、石川県の災

害対策は確かに不足していたと感じた。もちろん石川県
だけの話ではなく、多くの自治体が、自分たちのところで
この規模の災害が起こるだろうとは思わずに、災害対策
を行っているであろう。これまでの被災地でも、災害対
応への準備不足から、被災者支援にとても苦慮した事例
は山のように存在する。とはいえ、その時その場で、できう
る最善をめざして尽力してきた。石川県も、庁内の体制
変更等、できうる努力は行ったが、根強い業務体制の風
土や県の庁舎の設計によって実現が難しいものもあった。

筆者が登庁していた際には、石川県庁には、多くの関
係部署の主要職員が集まって災害対応業務に従事するの
に十分な広さの部屋は無かった。また、石川県庁が所在
する金沢市内は大きな被害は無かったため、各種研修
やイベントは中止されず、石川県庁内の会議室の使用は
元々の予定通り行われた。そのため外部から支援のため

に入ってきた国の機関、医療・保健・福祉機関の調整本
部、民間支援団体の本部は、多くの場合日によって部屋
を移動させられていた。国の特定の担当者と調整したい
ことがあった場合、まずはその担当者が今日はどこの部
屋にいるのか探すところから始めなければいけない状況
であった。例え、部署間をまたいで業務を遂行するため
に緊急的に組織を改変したとしても、組織としての体質
や建物の構造的課題が柵になって、根本的な問題解決
に至るのは難しかったかもしれない。

各自治体で災害対策に回せる予算の割合や、政策方
針を定める主体である首長の意向等、いつくるかわから
ない災害に対して割けるコストに差があるのは当然であ
る。しかし、これだけ災害経験が豊富な国であるにも関
わらず、多くの被災地で自治体の災害対策の不足と災害
対応経験の未熟さから被災者支援に様々な課題が生じ
ていたことは事実であり、それが繰り返され続けているこ
とは、災害研究者の立場からすると忸怩たるものがある。
災害に備えるためだけにコストを割くことは、行政だけで
なく民間や一般市民にとっても難しい場合が多い。昨今
ブームのようになっているフェーズフリーの考え方のように、
平常時から行政の組織体制や業務遂行の風土を、災害
対応時においてもスムーズな行政対応ができるような形
をめざして修練する必要性を強く喚起させる災害であっ
たというのが、今回の能登半島地震で被災地支援を行っ
た執筆者の感じたことである。

参考文献
1) Dunleavy, P.: The Principle of Siloization in Public Sector 

Organizations, Public Administration Review, 1991.
2) Tett, G.: The silo effect: The peril of expertise and the 

promise of breaking down barriers, Simon & Schuster, 
2015.

3) 田並尚恵：災害が家族にもたらす影響―広域避難を
中心に―、家族研究年報、Vol. 38、pp. 15-28、2013．

4) 紅谷昇平：宮城県における広域避難の実態と課題、
季刊消防科学と情報、No. 112、pp. 18-21、2013．
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1. WCEE2024会議概要
WCEE2024(第18回 世 界 地 震 工 学 会 議2024.6.30-7.5)

がミラノ中心部のはずれに位置するミラノコンベン
ションセンター (MiCo)にて5日間にわたり開催された。
MiCo(写真1)は2008年に建築家Belliniにより設計され
た巨大な展示ホールを有する施設で、隣には有名建築
家によるユニークな超高層ビルが位置する(写真2)。

多くの地震国が過去から深刻な被害を経験し、地震
リスク軽減は万人の切なる願いである。本会議は、多
くの研究者・実務者が一堂に会して、今後の一層の被

害軽減に向けた最新情報の共有の貴重な機会である。
1956年に始まって以来、本会議は、地震国の米国と日
本が中心になって主導してきたが、最近はヨーロッパ、
アジアの活動が活発化しているようである。

本会議では、4200名の参加登録者、161の一般技術
セッションに加えて、モニター発表セッションが実施
された。コロナ禍後ということもあり、対面形式の会
議参加を切望していた背景もあろう、過去最多の参加
者数であったことが報告された。会議は、基調講演、
招待講演、マスター講演、一般セッション、モニター発
表、技術展示、社交行事から構成されている。最終日
まで、どのセッションも満席状態であり活気があった。

参加した印象として、中国人の参加者がきわめて多
いことには驚いた。また、プログラムを見る限り日本
人の名前が少ないことが気になった。海外航空運賃の
高騰、円安の影響は大きいと思われるが、前回の開催
国であるのでもっと参加してもらいたかった。

閉会式において、4年後の開催国の披露がなされ、
投票の末、カナダ・モントリオール(2028.10/1-8)が選ば
れたことが報告された。

2. 16JEESでの約束
昨年の第16回日本地震工学シンポジウムにおい

て、最近、MOUを結んだアジアの3か国（タイ、イン
ドネシア、台湾）の地震工学会会長を招待し国際ワー
クショップを実施した。その際に筆者より今後の学
術・人的交流等を継続的に促進させるためにいろいろ
な機会を利用して交流を深めることが重要と考えて
WCEE2024にて会食会の実施を提案したところ、招待
者全員が賛同してくれた。

会 食 の 他 に、 理 事 会 に てJAEEの 海 外 で の 存 在
を高めること、 活動を周知させることを目的に、
WCEE2024に参加する会員には、各自の名刺に貼り
付けるJAEE-QRコード付きのシールの配布を行った
(写真3)。このシールデザインは志賀正崇先生（長岡技
大）にお願いしたものである。QRコードをスマホで読
み取るとJAEEの英文ページに飛ぶようになっており、
今後は閲覧回数の増加が見込めるはずである。

学会ニュース

WCEE2024に参加して－各国地震工学会会長との会談報告

高田　毅士
●日本地震工学会会長

写真1　会場のミラノコンベンションセンター

写真2　会場周辺の高層ビル群
（左から、リベスキンド、磯崎、ハディト）
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3. 各国地震工学会会長との談話会
会議2日目(7/2)の夕刻より、会場近くのイタリアン

レストランにて表1に示す、アジア、ヨーロッパ、メキ
シコの地震工学会会長との懇親を深めるための会食
を実施した。当初は、イタリアの専門家も招待予定で
あったが急遽不参加となった。表中のアジアの3名は
16JEESで招待した会長で、メキシコ地震工学会会長は
JAEEとも長い関係があり、昨年、彼からの招へい依
頼により田尻先生(東京大)にメキシコ出張してもらっ
た。次のフランスの専門家はフランス地震工学会の現
会長と前会長である。

筆者より主催者としての挨拶、会食会が各国との交
流を一層深めることが目的であり、次回開催国の投票
活動とは関係のないことを説明した。その後、全員の
自己紹介の後、参加者同士で専門領域や興味分野の
紹介、自国の地震環境や活動状況、さらには日本との
連携など様々な情報交換を行った。食事を採りながら
であり極めてインフォーマルなものであった。最後に、
各国間のさらなる連携に向けては、このような人的な
つながり、顔の見える関係が大前提であり、様々な交
流を深めてゆくことが重要であることに参加者全員賛
同いただいた(写真4)。

別途、会食に参加できなかったWCEE2024のCalvi議
長とは、会期中に筆者と話す機会を得、今後も交流を
進めてゆきたいことを約束した(写真5)。

4. 今後の展開
今後の交流としていろいろなものが予定されている。

筆者には、既に台湾地震工学会から今年の9月13、14

日に台北で開催の「1999年集集地震25周年記念国際会
議」への講演依頼があり快諾している。

また、筆者の方から、令和6年能登半島地震の時の
志賀原子力発電所建物内で観測された地震記録が北陸
電力より提供され、当会より頒布しており、海外にも
展開することになっていることを関係者に伝えている。

5. 謝辞
WCEE2024の参加に際し、本会理事会には多大な準

備をしていただいた。海外での会食のアレンジや名刺
シールの作成、各国参加予定者との綿密な連絡につい
ては、阿部理事（国際委員会）には大変お世話になった。
また、同行した年縄副会長には会議の最初から閉会式
まで会場にて情報収集していただいた。ここに深謝し
ます。

写真3　名刺貼付け用シール

写真4　各国地震工学会会長らと会食後

写真5　Calvi議長と筆者

表1　会長主催懇談会参加者一覧

Prof. I Wayan Sengara インドネシア地震工学会
Prof. Chung-Che Chou 台湾地震工学会
Prof. Pennung Warnitchai タイ地震工学会
Prof. Hector Guerrero Bodadilla メキシコ地震工学会
Dr. Didier Combescure フランス地震工学会
Dr. Emmanuel Viallet フランス地震工学会
高田、中埜、清野、年縄、山崎 日本地震工学会



Bulletin of JAEE No.53 October 2024 39

1. はじめに
2024年6月30日 ～ 7月5日 に18th World Conference on 

Earthquake Engineering （以下、WCEE2024）がイタリア
共和国ミラノ県で開催された。本会議には82か国か
ら4,250人を超える参加者が集まり（WCEE史上最大規
模）、161のTechnical Sessionの開催（最終投稿論文：3,820

件）と110を超えるExhibition Boothの出展があり、産官
学および国境をまたいだ交流が行われた。7月30日現
在における論文のダウンロード総数は129,000件を超
えており、WCEE2024の地震工学分野への貢献度は大
きいと考える。会誌編集委員会からもWCEE2024に参
加した委員が数名いるので、以下にWCEE2024の様子
を報告する。

2. 会場
WCEE2024会場であるミラノコンベンションセン

ター（MiCo、写真1）はヨーロッパ最大のコンベンショ
ンセンターで、学会初日には参加者が広い敷地内で入
り口を探し回る様子が見られ、施設の規模の大きさを
実感させた。ミラノ中心部の北西約3kmに位置し、地
下鉄の駅も近くアクセスが良い。近くにはイタリア随
一の経済都市であることを示すかのように高層ビルが
並び、歴史的建造物の並ぶ中心部とは全く違う街のよ
うであった。

3. RegistrationとWelcome Reception
WCEE2024は6月30日（ 日 ）のRegistration、Welcome 

Receptionから始まった。 WCEEを待ち侘びていた参加
者が押し寄せ、著者の場合、Registration（専用端末に
QRコードを読み込ませて名札をプリントアウトし、そ

の後、配布物をもらう）には1時間以上要した。
Registration終了後は、テラスで行われていたWelcome 

Receptionに参加した。前回のWCEEはコロナ禍でハイ
ブリッド開催だったこともあり、Welcome Receptionで
はスパークリングワイン片手に久しぶりの再会を喜ぶ
姿が多数見られた（写真2）。

4. 講演発表
7月1日（月）から5日（金）までは通常の口頭発表であ

るステージ発表（写真3）、モニター発表（写真4）が行わ
れた。

ステージ発表では、最大収容人数が240人、130人、
45人のいずれかの部屋で、質疑応答も含めて1人あた
り10分前後で口頭発表が実施された。発表の後の質疑
応答では、どの発表でも予定の時間を多少過ぎてしま
うほど活発な議論が行われ、Session後にも個別に議論
している姿が見られ、著者自身も今回の講演発表を通
して新しい国外の人脈を形成することができた。

モニター発表では、発表者が40数インチ程度の大型
タッチディスプレイを使用して、座長の進行のもと通
常の口頭発表と同様に発表を行うものであった。モニ
ター発表会場は会場の特性で反響音が顕著であったり
同時に複数の発表が行われていたりしたため、発表・
質疑等に困難が生じる側面があったものの、Exhibition 
Boothと併設する形で開催されたこともあり、人の出
入りは活発で常に活気があった。発表者、聴講者の距
離が近く、活発で濃厚な議論が交わされる点で有意義
な発表形式であり、今後はこのような発表形式が増え
るものと感じた。

WCEE2024参加記①
皆川　佳祐　　　　　　　　　　／鍋島　国彦
●会誌編集委員会 委員長／埼玉工業大学 准教授　　 ●会誌編集委員会 委員／神戸大学 助教

吉田　祐一
●会誌編集委員会 委員／消防研究センター 研究官

写真1　ミラノコンベンションセンター

写真2　Welcome Receptionの様子



40 Bulletin of JAEE No.53 October 2024

5. Exhibition Booth
会場地上階の広大なホールを利用したExhibition 

Booth（写真5）には、地震工学に関連する企業や学会
等が110を超えるブースを構えていた。同じエリアで
はコーヒーやランチが提供され、振動台の体験イベン
トも実施されるなど、Exhibition Boothに足を運ぶ参加
者を引きつける工夫がなされており、多くの参加者で
賑わいを見せていた。なお、ランチは、夏のイタリア
のランチの定番「クスクス」やフルーツなどがランチ
ボックスで提供された。

6. Social Event
ミラノといえば、Duomo、最後の晩餐、ブレラ美術

館など芸術、文化的な観光名所が多いが、中でもスカ
ラ座はイタリア随一のオペラ劇場で数々の名演が生ま
れた場所である。7月1日（月）、このスカラ座において
Social Eventとしてオペラ鑑賞（イタリア出身の作曲家
プッチーニによるトゥーランドット）が開催された（写
真6）。通常であれば予約さえ難しいスカラ座でのオ
ペラ鑑賞であるが、この日はWCEE向けの特別講演で、
通常講演と同じ演目、キャストで世界最高峰のオペラ
を堪能した。多くの参加者が訪れ、幕間にはワインを
片手に談笑するなど、オペラが社交の場としても重要
な役割を果たしてきたことを実感した。

7. ミラノ滞在中の食事
円安（1ユーロ=180円弱）の状況で、ミラノで食事を

しようとすると毎回大きな出費となって苦しかったが、
街中から少し離れたところに地元の方々が通うリーズ
ナブルなPizzeriaを見つけた。ここではピザ一枚あた
り3 ～ 6ユーロ程度で、日本のピザよりも安くて美味
しい本場の窯焼きピザを楽しむことができた。このお
店には友人同士や家族、恋人など誰かと一緒に会話を
楽しみながらピザやビールを楽しんでいるお客ばかり
で、イタリアの風習を感じ取ることができた。地元の
方々にならい、友人である若手研究者や職場の上司を
誘ってこのPizzeriaに何度か足を運び色んな話をした
（写真7）。

8. おわりに
6月28日に公開されたProceedingsを調べた限りでは

全登録数が3,687人（うち日本からは480人）であり、改
めてWCEE2024の規模の大きさを感じた。研究に関し
て議論したり、ネットワークを広げることの重要さを
感じた一週間であった。

写真3　ステージ発表の様子

写真4　モニター発表の様子

写真5　Exhibition Boothの様子

写真6　スカラ座でのSocial Event
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写真7　地元の方々が通うPizzeriaにて会食

皆川 佳祐（みながわ けいすけ）

2007年東京電機大学にて博士（工学）
の学位を取得。東京電機大学工学部助
教、埼玉工業大学工学部講師を経て現
職。専門分野：免震・制振装置の研究
開発、機械構造物の耐震性評価、昇降
機のダイナミクス及び安全性評価。

鍋島 国彦（なべしま くにひこ）

2019年京都大学大学院工学研究科博士
後期課程修了、東京理科大学助教、広
島大学助教を経て、現職、博士（工学）、
専門分野：建築構造（構造ヘルスモニ
タリング、システム同定）

吉田 祐一（よしだ ゆういち）

2017年鳥取大学大学院工学研究科博士
前期課程修了、川崎重工業（株）を経て、
現職、博士（工学）、専門分野：土木
構造・耐震（タンクの地震応答解析）
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1. はじめに
第18回 世 界 地 震 工 学 会 議（18th World Conference on 

Earthquake Engineering： 以 下「WCEE2024」と い う ）が、
2024年7月1日～ 5日にイタリア・ミラノで開催された。
本稿では、著者が論文発表のためWCEE2024に参加した
様子を報告する。

2. 参加記
2.1　参加セッション

著者は、テクニカルセッションのうち、”Bridges, 
critical facilities and other infrastructure (BCI5: Large-Scale 
Simulations for Vulnerability and Resilience Analyses of 
Critical Infrastructures)”に 参 加 し、”A proposal of safety 
evaluation method for steel pipe sheet pile foundations 
against discrepancy（とう曲変位に対する鋼管矢板基礎
の安全性検討手法の提案）”の題目で発表した。同セッ
ションでは、橋梁の耐震性評価に向けた解析手法の検
討を始め、地震被害に対する分析、評価などの多岐に
わたる発表があった。
2.2　論文内容

発表した論文の概要は以下の通りである。図1のよ
うに橋梁基礎が断層上に位置している場合、設計にお
いて、断層の影響を適切に考慮する必要があるが、断
層変位が基礎へ与える影響を確かめる手法は確立され
ていない。そこで、断層変位に対する連続斜張橋の鋼
管矢板基礎の安全性検討手法を提案するものである。

2.3　発表の様子
WCEE2024では、Stage presentation：ステージ上で発

表を行う形式と、Monitor Presentation：図2のようにモ
ニターへスライドを投影し、十数名程度の小グループ

の前で発表を行う形式の2つの発表形式があった。著
者は後者へ振り分けられ、一般的なステージ発表やポ
スター発表との違いに戸惑うところはあったが、無事
発表を終えることができた。

Monitor Presentationは、発表後に質疑応答の時間が
設けられ、著者は解析の入力条件に関する質問を頂き、
拙いながらも回答することができた。

3. おわりに
今回は初めての国際学会への参加であり、様々な国

の技術者の発表の聴講ができ、大変貴重な経験であっ
た。また、出展ブースでは海外の方との会話もでき、
刺激を受けるとともに大変勉強になった。

WCEE2024参加記②

服部　駿佑
●阪神高速道路(株) 建設事業本部 神戸建設部 湾岸西伸第一建設事業所

図1　解析対象の橋梁におけるとう曲の状況

図2　著者の発表の様子（Monitor Presentation）

図3　出展ブースの様子

服部 駿佑（はっとり しゅんすけ）

2021年京都大学大学院修了、発表当時
は阪神高速道路(株) 建設事業本部 神
戸建設部へ所属（現：管理本部 大阪保
全部 保全事業課）、専門分野：基礎設
計、耐震設計。
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お知らせ

■ 本学会に関する詳細はWeb上で
日本地震工学会とは

　日本地震工学会は、建築、土木、地盤、地震、機械等の個別分野ではなく、地震工学としてまとまった活動を行うため

の学会として2001年1月1日に発足しました。その目的は、地震工学の進歩および地震防災事業の発展を支援し、もって学術

文化と技術の進歩と地震災害の防止と軽減に寄与することにあります。

ぜひ、皆様も会員に

　本会では、これまでに耐震工学に関わってきた人々は勿論のこと、行政や公益事業に関わる人々、あるいは地域計画や心

理学などの人文・社会科学に関する研究者、さらには医療関係者など、地震による災害に関わりのある分野の方々を対象と

し、会員（正会員、学生会員、法人会員）を募集しています。本会の会員になることで、各種学会活動、日本地震工学会「JAEE 

NEWS」のメール配信、地震工学論文集への投稿・発表・ホームページ上での閲覧、講習会等の会員割引など、多くの特典

があります。ぜひ皆様も会員に、ホームページからお申込みください。

　「学会の動き」欄は、下記のホームページでご覧いただくことにしました。

日本地震工学会の会則、学会組織、役員、行事、委員会活動、出版物の在庫案内など最近の活動状況などの詳しい情報はホー

ムページをご覧下さい。ホームページには、学会の情報の他に、最新の地震情報、日本地震工学会論文集など多くの情報

が掲載されています。ぜひご活用ください。

　入会方法や入会後の会員情報変更の詳細は本会ホームページ中の「会員・各賞受賞者」の下の「入会案内」、「変更・退会手続」

に記載されています。

　日本地震工学会ホームページ https://www.jaee.gr.jp/jp/

■ 会誌への原稿投稿のお願い
　日本地震工学会会誌では、「地域での地震防災に関する話題」、「地震工学に関連した各種学術会議・国際学会等への参加

報告」、「興味深い実験や技術の紹介」、「当学会や会誌への要望や意見」等に関して、皆様からの原稿を募集しております。

なお、投稿原稿は原則として未発表のものに限ります。また、「速報性を重視する内容（原則として年3回の発行であるた

め）」、「ごく限られた会員のみに関係する内容」、「特定の商品等の宣伝色が濃いもの」はご遠慮下さい。

　投稿内容、投稿資格、原稿の書き方・提出方法等の詳細は、本会ホームページ中の「投稿・応募ページ」よりご確認頂けます。

日本地震工学会ホームページ　投稿・応募ページ	 https://www.jaee.gr.jp/jp/contribution/
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■ 登録メールアドレスご確認のお願い
　当学会では、会員の皆様のお役に立つ会員限定のニュースやセミナー情報をメールにて配信させていただいておりますが、

メールが届かず戻ってきてしまうケースが散見されます。メールアドレスを変更された方、あるいは、このところ弊学会か

ら１通もメールが届いていないという会員の方は、以下の方法で会員登録情報をご変更いただくか、事務局までご連絡い

ただきますようお願い申し上げます。

【会員登録情報のご変更方法】

　日本地震工学会のWEBサイト（https://www.jaee.gr.jp/jp/）の「会員ログイン」より、会員番号とパスワード（７桁　例：

0000001）を入力してログインし、「登録情報の変更」を選択して登録情報をご変更ください。尚、会員番号またはパスワー

ドがご不明な方は事務局までお問い合わせください。

■ JAEE Newsletter 第13巻 第3号（通算第40号）が2024年12月下旬に発刊されます。
　12月発刊の第13巻 第3号では、南海トラフ巨大地震臨時情報の発出およびその対応等をテーマとした社会的特集を企画する

とともに、地震工学領域のダイバーシティに関する座談会開催を予定しております。

　JAEE Newsletter は、日本地震工学会誌を補完し、タイムリーに情報発信する目的で2012年9月に創刊されました。2015年より、

会誌と連携した情報発信を行うため、会誌と交互となる4月、8月、12月に学会のWebサイト上で発行しています。地震工学に

興味を持つ一般の読者も意識したわかりやすい記事を通じて、地震工学と地震防災の一層の普及・発展を目指しています。

　JAEE Newsletterについては以下のサイトで掲載しております。

https://www.jaee.gr.jp/jp/stack/1925-2/

　最新号（第13巻 第2号）では、「特集／各章の受賞者から」において、日本地震工学会論文賞、功績賞等の各受賞者より受賞に

際してのご寄稿をいただきました。オンライン媒体による情報発信で、どなたでも閲覧できますので、ぜひご覧ください。

■ ご寄附のお願い
　日本地震工学会は、地震工学及び地震防災に関する学術・技術・教育の進歩発展をはかり、地震災害の軽減に貢献すること

を目的に、全ての事業を公益活動として推進しております。

　2013年5月に「公益社団法人」格を取得し本会が「公益社団法人」として認められたことから、皆様方からの学会への御寄附に

対して税制上の優遇措置が認められることとなりました。

　本会が公益活動をさらに強化し、社会貢献活動を行っていくためには、財政強化が不可欠であり多くの方々のご寄附が必要

です。是非とも皆様からのご支援をお願い申し上げます。

　ご寄附をいただける方は、WEB サイト「公益社団法人 日本地震工学会 寄附のお願い」（https://www.jaee.gr.jp/jp/

donation/）をご参照のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

　　　　（連絡先）

	 公益社団法人　日本地震工学会事務局

	 TEL：03-5730-2831　E-MAIL：office@general.jaee.gr.jp

■ 問い合わせ先
　不明な点は、氏名・連絡先を明記の上、下記までお問い合わせ下さい。

日本地震工学会　事務局　〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館

　TEL : 03-5730-2831　　FAX : 03-5730-2830　　電子メールアドレス: office@general.jaee.gr.jp
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編集後記：

本誌第52号、53号の2号に渡って令和6年能登半島地震の特集を企画しました。52号では、速報に重きを置い
た特集としましたが、本号では、発災から半年以上が経過した段階で、予防・初動・応急をキーワードとして、
災害対応を振り返る特集としています。各記事では、準備してきた対策の成果が述べられている一方で、法令
や行政システム、世論といった社会的背景に起因する課題が多く存在する事にも触れられています。地震工学
がカバーすべき範囲は多岐に渡りますが、「工学」である以上、研究や技術開発のゴールとして社会実装まで
落とし込むという事が重要で、その難しさを改めて感じました。本号では予防・初動・応急を取り上げましたが、
これから一日も早く復旧・復興のフェーズが進展することを願っております。

最後になりますが、ご多忙のところ記事を執筆頂いた執筆者の皆様、校正や編集にご尽力頂いた委員および
関係者の皆様に感謝申し上げます。

小阪 宏之（戸田建設）

本号にご寄稿頂きました皆様方には、お忙しい中ご対応いただきましたこと、および特集の意図を汲み取って
執筆いただきましたことに心より御礼申し上げます。

本特集では、地震工学分野で発展してきた震災への予防・初動・応急対応技術／施策が「どのように活用され
機能したか」に焦点を当てました。防災・減災の課題等を議論する上では、極めて広範な分野が関わってくる
ため、横断的で総合的な視点が必要であることを改めて感じました。

この度の令和6年能登半島地震、また同年9月の能登半島豪雨により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し
上げると共に、被害にあわれた皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。一日でも早い復旧を願っております。

鍋島 国彦（神戸大学）


